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まえがき 

 
本市の農業は，中山間地域から沿岸部にわたる広い地域で栽培された新鮮で安全な農産物を市

民に提供するとともに，水源かん養や生物多様性の保全，良好な景観の形成に加え，文化の継承，

地域社会の形成維持など様々な公益的な機能を発揮し，重要な役割を果たしています。 

 

しかしながら，近年は農産物価格の低迷や肥料や燃油などの生産資材価格の高騰の影響から，

総農家数は年々減少し，販売規模の大きな農家は増加しているものの，地域を支えていた小規模

農家が減少していることで，集落機能の低下が進んでいます。さらには，野生鳥獣による農作物

被害等による荒廃農地の拡大が連鎖的に発生し，農業・農村が持つ多面的機能の発揮が難しくな

ってきています。 

 

 一方で，世界に目を向けますと，長期間にわたり新型コロナウイルス感染症が世界的に流行し，

国内においても外出やイベントの自粛などの行動制限により，経済活動等に大きな影響を与えま

した。さらには，世界人口の増加に伴う穀物需要の高まりから，生産国の穀物輸出規制等に加え，

ロシアによるウクライナ侵攻は，ウクライナにおける経済縮小とロシア経済の混乱を引き起こし，

食料やエネルギー資源などの高騰，貿易や金融を通じた影響が世界経済へ波及するなど，改めて

食料自給率の向上と食料安全保障の重要性が再認識され，早急な農業生産基盤の強化が日本にお

いても求められています。 

 

 また，国際社会においては，2017 年に持続可能な開発目標(ＳＤＧｓ)を掲げ，農業分野におい

ては，「2030 年までに生産性を向上させ，生産量を増やし，生態系を維持し，気候変動や極端な

気象現象，干ばつ，洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ，漸進的に土地と土壌の

質を改善させるような，持続可能な食料生産システムを確保し，強靭（レジリエント）な農業を

実践する。」としています。 

 

こうしたなか，国においては，令和３年５月に，食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両

立をイノベーションで実現する「みどりの食料システム戦略」が策定され，化学農薬の使用量の

低減や有機農業の取組面積の拡大などに関する具体的な方向が示されました。 

 

本市では，これらの国際社会の動きや社会のニーズを汲み取り，本市の農業を取り巻く環境の

変化を分析し，第 13 次計画の基本的な方針を継承・発展させ，国の方向性を鑑みながら，持続可

能な農業を実現するための新たな指針として第 14 次高知市農業基本計画を策定します。 

 

 

  

 

高知市長 
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第１章 計画の趣旨と農業の状況 
 
１ 計画の趣旨 

 

本計画は，第 13 次高知市農業基本計画における取組を検証・整理し，本市を取り巻く農業環

境の変化等の分析を踏まえ，第 13 次計画の基本的な考え方を継承・発展させ，「高知県産業振興

計画」等と連携して，本市における持続可能な農業を実現していくための指針として策定したも

のです。 
 

２ 計画の位置づけ 

 

本計画は，「高知市農林漁業振興に関する基本条例」に基づき，本市の農業経営を近代化し，そ

の健全な発展を図るために策定するものであり，本市における農業関係の行政計画等の中では，

最上位に位置するものです。また，2011 高知市総合計画（後期基本計画）の「地産の環」を中心

とした各施策に基づき，本市の将来像の実現を目指すものです。 
計画の策定に当たっては，「高知市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」や各地

域で作成された「人・農地プラン」のほか，本市の各種計画や国等の施策等を反映し，県・ＪＡ

等の取組とも連携を図ります。また，本計画を都市農業振興基本法に基づく，地方計画としても

位置づけます。 
＜第 14 次高知市農業基本計画の位置づけ＞ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

３ 計画期間（2023（令和５）年度～2027（令和９）年度） 

 

本計画の計画期間は，2023（令和５）年度から 2027（令和９）年度までの５年間とします。社

会情勢や国等の施策等に変化があった場合，必要に応じて見直しを行うこととします。 

○2011 高知市総合計画 

○高知市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

○高知市強靱化計画 

○高知市移住・定住促進計画 

○れんけいこうち広域都市圏ビジョン 

○高知市環境基本計画 

○農林水産業・地域の活力創造プラン 

 ○食料・農業・農村基本計画  

 ○みどりの食料システム戦略 

○国連「家族農業の 10年」 

○持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ） 

○都市農業振興基本法 

■第 14 次高知市農業基本計画■ 

○高知（高知市）農業振興地域整備計画 

○高知市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想 

○高知市人・農地プラン 

○高知市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画等 

○高知市鳥獣被害防止計画 

○中山間地農業ルネッサンス事業に係る高知市将来ビジョン 

○産業振興計画 

○普及指導計画 

○有機農業推進基本計画 

○第７次農業振興基本計

画（ＪＡ高知市） 

連携 

高知市 国等 

高知県・JA 
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４ 高知市の概要 

 
本市は高知県の中央に位置し，市域北部の北山に源を発する平成の名水百選に選定された清

流・鏡川の下流域を中心に，都市が形成されています。南は浦戸湾を経て土佐湾に面し，東西に

広がる海岸線から黒潮が流れる雄大な太平洋を一望できる地理的条件にあります。 

北部の中山間地域は豊かな自然が今も残されており，清流・鏡川の源流域は市民の憩いと安ら

ぎの場となっています。 

中央から南東部に広がる平野部は，鏡川や国分川などによって形成された沖積平野で，標高が

低く，特に河口付近には約７km²にわたって海抜ゼロメートル地帯が広がっていることから，過

去に幾多の水害を経験してきました。 

南西部は，市域の西端を流れる清流・仁淀川の堆積作用によって形成された低地に田園地帯が

広がっています。 

本市の総面積は 309km²で，県面積の 4.3％を占めており，このうち森林面積は 170.9 km²で，

市域面積の約 55％を占めています。 

本市の気候は，年間を通じて降水量が多く，特に夏から秋にかけては台風の進路に当たること

から，年によっては 3,000mm を超す世界的にも有数の降水量です。また，年間 2,000 時間を超え

る日照時間は，都道府県庁所在都市で上位に位置しています。年平均気温については，都道府県

庁所在都市の平均値と比較して１～２度ほど高く，総じて温暖です。 

このように，植物の生育条件として重要な水，日照時間及び気温に恵まれ，農作物の生産に有

利な気候条件にあり，本市の地勢に応じた生産活動が行われています。          
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５ 数値から見た高知市の農業を取り巻く現状  

 
（１）総括 

本市では，北は中山間地域から南は沿岸部までの広い範囲で，地域特性を活かして水稲・野菜・

花き・果樹・畜産などの様々な農業が営まれ，多くの農産物が栽培されており，全国でも有数の

園芸産地である高知県の一翼を担っています。また，消費地と生産地が近い立地条件を活かした

直販活動が盛んに行われており，新鮮で安心・安全な農畜産物への消費者ニーズの高まりから，

直販所等での販売が年々多くなっています。 

一方，経営・販売規模の大きい農業経営体は増加しているものの，総農家数は減少しており，

新規就農者も減少傾向にあります。さらに地域を支えていた小規模な農家が減少し，集落機能の

低下が進んでいます。また，鳥獣被害の深刻化といった問題が連鎖的に発生し，農業・農村の持

つ多面的機能が十分に発揮されず，国土の保全にも大きな影響を及ぼすおそれがあるなど，本市

農業の抱える問題は依然として深刻化しています。 

 
（２）人口の推移 

本市の人口は 1980 年に 30 万人を超え，その後増加のペースは低下したものの，2005 年に鏡

村，土佐山村，2008 年に春野町との合併もあり，2010 年には 343,393 人となりました。一方，

2005 年からは死亡数が出生数を上回る自然減の状態となり，さらに 2011 年以降は社会減が拡大

傾向になったことから人口減少に転じ，2020 年には 326,545 人となっています。高知県全体の人

口も減少を続けていますが，本市の県内人口に占める割合は増加し，2020 年には 47.2％となり

ました。 

高知県は少子高齢化の先行県として，今後も人口減少は加速度的に進むことが予測されており，

県内人口の減少に伴い，県内の中核拠点として本市が果たすべき役割は一層重要になると考えま

す。 

 

 
※資料：国勢調査 

各年とも当時の高知市域による。以降，表中の数値については調査年当時の高知市域による。 

 

2000年 2005年 2010年 2015年 2020年
高知県人口 813,949人 796,292人 764,456人 728,276人 691,527人
高知市人口 330,654人 333,484人 343,393人 337,190人 326,545人

県に占める人口割合 40.6% 41.9% 44.9% 46.3% 47.2%
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（３）産業別就業者数の状況 

産業別就業者数（2020 年）は，分類不能の産業を除くと，第１次産業が 3,929 人（うち農業

3,463 人）と全体の 2.8％，第２次産業が 21,075 人で 15.0％，第３次産業が 110,162 人で 78.2％

となっており，第３次産業の割合が高くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

※資料：2020（令和２）年国勢調査 

 
（４）総農家数，新規就農者数及び認定農業者数の推移 

総農家数は年々減少し，2020 年には 1,954 戸となり，1995 年からの 25年間で 1,869 戸も減少

しています。 

新規就農者については，各種補助制度の充実や関係機関及び受入農家等による育成支援によっ

て，2017 年には 49 人まで増加しましたが，2019 年からは減少傾向に転じ，2021 年には 32 人と

なっています。 

認定農業者については，総農家数の減少等に伴い，2021 年には 269 経営体となりました。この

うち，個人で認定を受けている女性農業者は８経営体であり，全体の３％です。また，家族等の

連名により認定されている女性農業者は 25 経営体であり，全体の 9.3％となっています。 
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※資料：高知市認定農業者連絡協議会総会資料 

 
（５）販売農家経営耕地面積及び販売農家数の推移 

販売農家の経営耕地面積は，1995 年から 2020 年までの 25年間で 1,414ha 減少し，販売農家数

は 1,765 戸減少しました。農業従事者の高齢化，農産物価格の低迷や資材費が高騰している中，

今後もこの傾向が続くと思われます。 

一方，販売農家１経営体当たりの平均経営耕地面積は 1995 年から徐々に増加しており，担い

手への農地の集積が進んでいることがわかります。 

 
※資料：農林業センサス 

 

（６）農業経営体数の推移（経営耕地面積規模別） 

農業経営体の経営耕地面積は，過去 10 年間で 0.5ha～1.0ha 規模が最も多く，その次に 1.0～ 

3.0ha 規模，0.3ha～0.5ha 規模の順に農業経営体が多い構成となっていますが，年々減少傾向に 

あります。 

一方，10.0ha を超える経営耕地面積を持つ大規模農業経営体は増加し，2020 年には 12 戸とな

り，この数値から見ても担い手への農地の集積が進んでいることがわかります。 

※資料：農林業センサス 

◆認定農業者の推移 （単位：経営体）

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

認定農業者 387 389 312 287 285 291 275 258 266 270 277 279 269
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（７）農業経営体数の推移（農産物販売金額規模別） 

農業経営体の農産物販売金額規模別の推移を見ると，過去 10 年間を通して販売金額 50 万円未

満の農業経営体が最も多くなっていますが，割合で見てみると，2010 年の 29％から 2020 年は

25％と減少傾向にあります。 

一方，販売金額が 1,000 万円以上の農業経営体の割合は，2010 年の 16％から 2020 年は 21％に

増加し，2020 年の高知県全体の割合である 15.8％と比較すると，販売規模は大きいといえます。 

 
※資料：農林業センサス 
 

（８）主要農産物の生産量の内訳 

主要農産物のうち米の生産量は 6,380ｔで，県内生産の 12.9％を占めています。 

主要な野菜の生産量の合計は 16,222ｔで県内比率 12.6％と，高知県の中でもトップクラスで

あり，特にキュウリ（同 47.1％），しょうが（同 13.9％），トマト（同 17.9％）などが，県内屈

指の生産量を誇っています。 

果樹では，なし（同 32.2％），すもも（同 35.4％）が，花きでは，グロリオサ（同 97.4％），

キク（同 40.2％），ユリ（同 24.0％）が県内において高い比重を占めています。 
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（９）市内における直販所の開設状況及び販売額の推移 

県下の直販所の販売額は年々増加しており，2020 年に県全体で約 104 億円，高知市内では約 26

億円となっています。近年は，産直コーナーを店舗内に設置している量販店も多く，それらを含

めると潜在的な直販の販売額はさらに大きくなるものと思われます。また，本市に人口が集中し

ていることから，消費地である高知市内に直販所を設置する市外の自治体もあり，消費者の地場

農産物への関心と「安全・安心」への意識の高まりがうかがえます。 

※資料：高知県農業振興部 高知県の園芸（令和４年３月） 

 

 

 

※資料：高知県農業振興部 高知県の園芸（令和４年 3 月） 

中国四国農政局 高知県の農林水産統計調査 

◆直販所の販売状況
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

市内事業者販売額 1,810 1,833 1,709 2,408 2,644
高知県販売額 9,845 10,288 10,061 10,468 10,467
県内販売額比率 18.4% 17.8% 17.0% 23.0% 25.3%
市内事業者店舗数 17 17 17 16 14
高知県店舗数 143 145 144 143 143

（単位：百万円，店舗）
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（10）野生鳥獣被害の現状 

野生鳥獣による農作物等への被害は年々深刻化，広域化し，中山間地域だけにとどまらず，平

坦地域にも被害が拡大しており，近年は，イノシシやカラスの捕獲数が高止まりする一方で，タ

ヌキやハクビシンによる農作物被害も増えてきています。 

※資料：高知市鳥獣被害対策協議会総会資料 

 
 

鏡 土佐山 春野町 左記以外
イノシシ 168 97 223 369

ニホンザル 9 0 0 3
ニホンジカ 8 13 0 0
ハクビシン 29 16 22 44
アナグマ 0 0 0 0
タヌキ 29 27 8 60

ノウサギ 0 0 0 0
カラス 0 0 12 315
ヒヨドリ 0 0 111 0
カワウ 15 0 0 0

ダイサギ 0 0 0 0
アオサギ 0 2 0 0

ドバト 0 0 0 289
キジバト 0 0 0 0

◆高知市における有害捕獲対象鳥獣のエリア別捕獲実績（2021年）　（単位：頭，羽，匹）
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第２章 各地域の実態と生産の現状，今後の取組 
 

１ 高知市の地勢 

 
本市は，平坦地を取り巻くように山地がめぐり，北部の山地を源とする鏡川などの７河川が， 

北方，東方，西方から南方の浦戸湾に流入しているため，山に囲まれた地域，河川によって開か

れた地域，海に面した地域といったように，地形や自然環境は地域により大きく異なっています。 
さらに，地理的条件や交通網の整備状況により，林地，田，畑，住宅地，市街地といった土地 

利用形態も地域ごとに異なります。 
地理的条件で区分すると，本市は平坦地と山間地（傾斜地）に分けられます。更に平坦地は， 

土地利用形態により中心部の市街化区域，その周辺の水田地域，沿岸の砂畑地域，仁淀川水系の

平坦地域に分けられます。山間地は，北部の中山間地域と南部の里山地域に分けられます。そし

て，それぞれの地域で地理的条件や土地の形態に対応した様々な農業が行われています。 
そのため本計画では，本市を以下の６つの地域に区分し，それぞれ地域内の耕地面積，関係農 

家数，農業生産の現状と課題，そして今後，育成又は改善が望まれる営農類型を示しました。 
 

（１）中山間地域 

  鏡，土佐山の全域と朝倉，旭，初月，秦，一宮の中山間地域 
（２）里山地域 

  朝倉，五台山，高須，三里，長浜の里山地域（※地域区分図では３ヶ所あります。） 
（３）平坦部水田地域 

   布師田，大津，介良の全域と一宮，五台山，高須の平坦部水田地域 
（４）沿岸部砂畑地域 

  長浜，三里の沿岸部砂畑地域 
（５）市街化地域 

  市街化区域にある農業地域  
（６）仁淀川水系の平坦地域 

  春野地域 
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 地 域 区 分 図 

※点線による地域区分は大まかに捉えたものであり，あくまで市域全体からみた目安としているものです。 

(1)中山間地域 

(2)里山地域 

(6)仁淀川水系の平坦地域 

(4)沿岸部砂畑地域 

(2)里山地域 

(5)市街化地域 

(3)平坦部水田地域 
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２ 各地域の現状と問題点，今後の方向性及び営農上の課題 

 

 

（１） 中山間地域 
 農 区 

 
鏡，土佐山の全域と朝倉，旭，初月，秦，一宮の中山間地域 （針木，宗安寺，行川，針原，上里，

領家，唐岩，尾立，蓮台，柴巻，円行寺，三谷，七ッ淵，重倉，久礼野） 

農業経営体数 

及び 

経営耕地面積 

314経営体 

363ha 

（田：123ha，畑：166ha，樹園地：74ha） 

関係 

農家数 

総農家数  452戸 

販売農家数 301戸 

  (うち主業農家数91戸) 

主な農産物 

 

 

 

 

 

 

水稲  ：中生 

 露地野菜：囲ショウガ，ネギ，ニラ，軟弱野菜，キャベツ，ハクサイ 

 施設野菜：ミョウガ，軟弱野菜，ネギ，ニラ 

 施設花き：ユリ 

 果樹  ：ユズ，ウメ 

 特用作物：シキミ，サカキ，山菜類（イタドリ），茶，タケノコ，四方竹  

 畜産  ：酪農 

地域の現状と問題点，今後の方向性及び営農上の課題 

＜地域の現状と問題点＞ 

本地域は，本市北部に位置する平野外縁部から山間部にかけて，市面積の約半分を占める傾斜地の多い地域である。販売農家

に占める主業農家の割合は30.2％であり，各集落は小規模農家によって集落機能が支えられており，集落の多くが中山間地域等

直接支払制度を活用し，地域の特色を活かした農業を展開している。 

65歳以上の高齢農業者の割合は年々増加しており，労働力に見合った生産活動が行われている。その他，有機農業をはじめと

する環境保全型農業や農産物の加工などに取り組み，街路市などの直販活動により生計を立てている農家も見られるものの，そ

のほとんどは自給的農家が多い。 

地域の基幹作物である囲ショウガ，ミョウガ，ネギ，ユズ，四方竹等は，ＪＡ等を通じて大都市圏を中心に共同販売されてい

るほか，生産が小規模な野菜や果実などは地元市場や直販所等への出荷により直接販売されている。 

土佐山地域では，（一財）夢産地とさやま開発公社が中山間地域における有機農産物の生産・加工・販売や，小規模農家の集

出荷支援，新規就農者の育成を行っているほか，高知市土佐山柚子生産組合では，産地提案書を作成し，多様な担い手の確保に

取り組んでいる。また，ユズの栽培においては，農作業の負担軽減につながるスマート農業の推進のため，民間企業とも協力

し，ドローンによる防除や収量予測等に関する実証実験を行った。 

鏡地域では，ウメや茶の産地が形成されており，共同出荷や共同加工が行われているほか，荒廃農地対策として栽培イタドリ

の生産が盛んに行われており，中山間地域の有望品目として産地化を推進している。また，一部の集落営農組織では法人化を行

い，農地の保全や集落の維持・発展に努めている。 

畜産においては，山地を利用した酪農に取り組んでおり，一部の酪農家は，経営の多角化や酪農教育ファームの資格を取得

し，農業体験を通じて学習の場を提供している。 

 

＜今後の方向性＞  

中山間地域等直接支払制度を活用し，農地の維持に努めるとともに，集落営農組織等への支援や，親元就農をはじめとした新

規就農者の確保対策を推進する。併せて高齢化や農業従事者不足に対し，農福連携等の新たな労働力確保対策を行い，荒廃農

地・放任園の抑制・解消につなげていく。  

集落機能の維持・強化のために，行政やＪＡ，関係団体等が連携し，集落機能を支える小規模農家の農業活動を支援するとと

もに，農作業の効率化や農地の集積・集約化につながるほ場整備を実施できるよう支援していく。  

基幹作物については，産地ぐるみによる付加価値向上，集出荷施設の集約や高度化を行うとともに，個別経営体の経営強化に

より円滑な事業継承を行える環境を整備し，産地の維持に努めていく。また，街路市や直販所等への出荷を中心に生計を立てて

いる農家も多いため，直販所等の機能を充実させ，販売額，農業所得の向上を図っていく。さらに，中山間地域の有望品目であ

るイタドリ等を活用した加工品の開発による高付加価値化を図るとともに，外商活動・販路拡大について支援を行い，地産地

消・外商につなげていく。  

都市部との交流イベントの開催や移住・定住の促進による，集落の維持・活性化を図っていく。 

近年の野生鳥獣による農作物被害は深刻であり，中山間地域の農業の維持を図る上でも有害鳥獣対策は重要となっている。地

域と農業者の連携の下，農業者個人や地域ぐるみによる侵入防止柵の設置や追い払い等を行い，「守る」，「追い払う」，「捕

獲する」取組をバランスよく進めていく。 

 

＜営農上の課題＞ 

農業従事者の高齢化や後継者不足に伴う労働力の不足に加え，野生鳥獣による農作物被害によって耕作意欲が減退しているこ

とから，荒廃農地が増加し，国土の保全や水源かん養など農地の持つ多面的機能が低下している。加えて，農地が狭小で分散し

ており，傾斜地が多く，農道等の整備も不十分であることから作業効率が悪いほか，生産性も低く，農業所得の確保が困難であ

る。生産性の向上や農作業の効率化を図るためには，ほ場整備が有効な手法の一つであるが，地域内での合意形成が課題となっ

ている。  

また，食の安全性を確保し，消費者からの信頼を獲得するため，集出荷施設の老朽化への対応や，ＨＡＣＣＰ等の導入も視野

に入れた施設の高度化が必要となってきている。 

今後，育成又は改善が望まれる営農類型とその施策 

露地野菜（囲ショウガ）：高品質化，担い手の確保，集出荷施設の高度化 

施設野菜（ミョウガ，軟弱野菜，ニラ）：栽培技術の高位平準化 

果樹等（ユズ，四方竹）＋水稲：生産基盤の整備，経営面積の拡大，担い手の確保 

施設軟弱野菜＋露地軟弱野菜＋水稲：地産地消及び環境保全型農業の推進，経営面積の拡大 

※農業経営体数，経営耕地面積及び農家数は，2020年農林業センサスに基づく高知市農林水産課調べ 
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◆農業従事者の高齢化等に伴う労働力不足
◆荒廃農地の増加による農地の持つ多面的機能の低下
◆ほ場整備に係る地域内の合意形成
◆集出荷施設の老朽化
◆野生鳥獣による農作物被害

◆新規就農者や新たな労働力の確保対策による荒廃農地・放任園の抑制・解消
◆農作業の効率化や農地の集積・集約化につながるほ場整備の実施
◆集出荷施設の集約や高度化，個別経営体の経営強化等による産地の維持
◆直販所等の機能充実による販売額，農業所得の向上
◆都市部との交流や移住・定住の促進による集落の維持・活性化
◆農業者個人や地域ぐるみによる鳥獣被害防止対策の推進

・新規就農者への支援
・認定農業者の確保・育成
・地域計画の策定と活用
・高齢農業者・小規模経営体への支援
・集落営農組織等への支援

・環境に配慮した農業技術の普及
・農業体験学習の推進
・鳥獣被害防止柵の設置支援

・中山間地域の基盤整備
・優良農地の確保
・農地の保全

・産地体制の強化
・販売体制の整備
・環境に配慮した畜産経営の推進
・安全・安心な農畜産物の生産支援
・ドローンを活用した防除体制の
確立

課 題

目指す方向

取 組

実施施策 1-(1),(2)

実施施策 4-(1)

実施施策 2-(1),(2),(3)

実施施策 3-(1),(2),(4),(5)

実施施策 5-(1),(2),(3)

・集落や生産組織への支援
・中山間地域等条件不利地への支援
・有望品目の導入
・棚田地域の振興
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（２）里山地域 

農 区 

 
朝倉，五台山，高須，三里，長浜の里山地域 

農業経営体数 

及び 

経営耕地面積 

80経営体 

102ha 

（田：71ha，畑：９ha，樹園地：22ha） 

関係 

農家数 

総農家数  116戸 

販売農家数 77戸 

  (うち主業農家数27戸) 

主な農産物 

 

 

水稲：早生，中生 

 果樹：ナシ，スモモ，ミカン 

 畜産：酪農 

地域の現状と問題点，今後の方向性及び営農上の課題 

＜地域の現状と問題点＞ 

本地域は，郊外に点在している里山を利用して農業が営まれている地域である。田と畑が混在しており，水稲

や果樹栽培のほか，畜産が行われている。販売農家に占める主業農家の割合は35.0％で，その多くは果樹栽培農

家である。 

水稲の多くは，自給用に生産されている。一方で，果樹を栽培しつつ，出作により一定規模の水稲を栽培する

農家も多い。 

果樹については，ナシ，スモモなどが地域の基幹作物となっている。ナシの産地である朝倉・三里地域では，

「新高」を中心に栽培が行われており，高知県の特産品として県内外の消費者に直接販売されている。しかし，

近年の温暖化が起因とみられる生理障害(ミツ症，やけ果等)により収益が減少していることから，「新高」に加

え他品種の栽培を行うほか，他の果樹や野菜栽培による複合経営を行う農家もいる。 

スモモの産地である高須，五台山地区では，選別，出荷作業は共同化されており，ＪＡ等を通じて共同出荷

し，早期出荷の産地として市場の評価を得ているが，高齢化による労働力不足等により産地が縮小している。 

畜産については，数戸の農家によって里山の裾野で酪農・養鶏が営まれており，飼養頭数の拡大や施設の高度

化を図り，大規模な経営に取り組んでいる酪農家もいる。酪農については，畜舎が住宅地に近接している地域も

あり，周辺環境に配慮した営農や施設整備等が求められている。 

里山地域においてもイノシシ，ハクビシン，カラスなどの野生鳥獣による農作物被害が拡大している。 

 

＜今後の方向性＞ 

ナシ・スモモについては，市場評価の高い高品質果実の生産に向けた栽培技術の見直しと併せて温暖化対策を

進めていくとともに消費者の嗜好に対応した品種の導入の検討を行っていく。 

また，農業従事者が減少していく中で農繁期の労働力の確保が必要となってきており，地域の現状に即した多

様な担い手の確保・育成に向けた取組を行うとともに，担い手への農地(樹園地)の承継や流動化を図ることで，

産地の維持・発展につなげる。 

畜産については，畜産クラスターの構築を検討するとともに，施設の高度化と併せた周辺環境に配慮した営農

に取り組み，また，耕畜連携による飼料の供給や堆肥の有効活用についても推進していく。 

鳥獣被害防止対策については，地域の実情に即した農業者個人や地域ぐるみによる防除を行うとともに，新規

狩猟者の確保対策も進めていく。 

 

＜営農上の課題＞ 

ナシの主要品種である「新高」は，贈答需要の減少や県外産同品種の流通により販売価格が低迷しており，ま

た，温暖化に起因するとみられる生理障害(ミツ症，やけ果等)の発生が課題となっている。 

スモモについては，生産者の高齢化や水稲との複合経営による農繁期の労働力不足のため，規模の拡大が望め

ない状況にある。また，果樹専作では農業所得の確保が困難であり，果樹と他品目の複合経営に取り組む必要が

ある。 

畜産については，飼養頭数の拡大による家畜排せつ物の処理のほか，飼料の高騰対策が必要となっている。 

鳥獣被害については，農業従事者の高齢化に伴い，農業者個人や地域ぐるみの対策が十分に取れておらず，農

作物被害の増加が懸念されている。 

今後，育成又は改善が望まれる営農類型とその施策 

果樹（ナシ）：品質・市場評価の維持，需要に応じた品種の導入，担い手の確保 

果樹（スモモ）＋水稲：市場評価の維持，経営の合理化，担い手の確保 

畜産 (酪農): 施設の高度化，堆肥の有効活用，畜産クラスターの構築 

※農業経営体数，経営耕地面積及び農家数は，2020年農林業センサスに基づく高知市農林水産課調べ 
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◆温暖化に起因する果実の生理障害の増加（ナシ）
◆水稲との複合経営における農繁期の労働力不足（スモモ）
◆家畜の増頭による排せつ物の処理，飼料の高騰
◆野生鳥獣による農作物被害

◆栽培技術の見直しや消費者の嗜好に対応した品種の導入
◆地域の現状に即した多様な担い手の確保・育成
◆担い手への農地（樹園地）の承継や流動化による産地の維持・発展
◆畜産クラスターの構築や施設の高度化
◆耕畜連携による飼料の供給や堆肥の有効活用
◆農業者個人や地域ぐるみによる鳥獣被害防止対策と新規狩猟者の確保対策の推進

・新規就農者への支援
・認定農業者の確保・育成
・法人化の支援

・中山間地域等条件不利地への支援 ・農業生産資材廃棄物等の適正処理
・鳥獣被害防止柵の設置支援
・狩猟者の確保

・農道，用排水路等の機能維持
・農地の保全
・農地の有効利用

・畜産経営の安定化
・環境に配慮した畜産経営の推進
・販売体制の整備
・有望品目の検討

課 題

目指す方向

取 組

実施施策 1-(1),(2)

実施施策 4-(1)

実施施策 2-(1),(2)

実施施策 3-(4),(5),(6)

実施施策 5-(1),(3)
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（３）平坦部水田地域 

農 区 

 
布師田，大津，介良の全域と一宮，五台山，高須の平坦部水田地域 

 

農業経営体数 

及び 

経営耕地面積 

215経営体 

377ha 

（田：347ha，畑：22ha，樹園地：８ha） 

関係 

農家数 

総農家数  320戸 

販売農家数 207戸 

  (うち主業農家数53戸) 

主な農産物 

 

 

水稲    ：早生 

 施設野菜：イチゴ，トマト，ミョウガ，軟弱野菜 

 施設花き：ユリ 

地域の現状と問題点，今後の方向性及び営農上の課題 

＜地域の現状と問題点＞ 

本地域は，田園風景豊かな平坦部の水田地帯であり，水稲，施設野菜，施設花きなどの栽培が行われている。

販売農家に占める主業農家の割合は25.6％で，多くは水稲と施設園芸の複合経営である。 

水稲は早生が主であり３月下旬から４月上旬に定植され，８月上・中旬に収穫がほぼ終了する。収穫された米

は，ＪＡ等を通じて大都市圏に出荷され，早場米として市場の評価を得ているが，近年は米価の下落により非主

食用米（加工用米・飼料用米等）の作付けや，農業所得の確保に向け，水稲後作での野菜栽培なども多くなって

きている。 

本市の水田地域の多くが海抜ゼロメートル地帯であり，地下水の塩水化や排水不良による湿田が多く，露地栽

培や施設園芸が可能な農地が限られているため，水稲に代わる有望品目や湿田解消対策について，関係機関とと

もに研究が行われている。 

また，農作業の効率化や軽減の取組として，共同ヘリ防除や集落営農組織及び農作業受託組織による農作業受

託のほか，日本型直接支払制度を活用し，農道や水路の清掃等の共同作業や環境に配慮した農業生産活動が行わ

れている。 

担い手への農地の集積については，比較的進んでいるものの，面的な集約までは至っておらず，一部の地域に

おいては，農地中間管理機構と連携し，ほ場整備事業の導入検討が進められている。 

水稲との組み合わせによる施設園芸では，イチゴ，トマト，ミョウガ，ユリなどが周年栽培されており，ＪＡ

等を通じて大都市圏を中心に共同販売されているが，トマト，イチゴなどは個人販売を行う農家も見られ，特に

一宮地区の高糖度トマトは市場で高い評価を受けている。 

大津地区ではミョウガの産地化が図られており，担い手による高度化されたハウス施設での栽培が行われてい

る。 

一部の地域では市街化区域が混在しており，住宅地の近隣で営農が行われていることから，地震発生時の加温

用燃料タンクからの重油の流出防止対策が必要となっている。 

 

＜今後の方向性＞ 

農地中間管理機構と連携し，地域内の合意形成に基づくほ場整備を実施し，担い手への農地の集積・集約化や

農作業の効率化を図ることにより大規模な稲作農家の育成を行うとともに，集落営農組織等による農作業受託を

推進し，水稲栽培におけるコスト削減を進めていく。また，ほ場整備と併せて施設園芸団地の形成を目指すとと

もに，集落営農組織など多様な担い手の確保による産地の維持を図っていく。 

水稲に代わる有望品目の導入や湿田解消に向け，関係機関とともに研究を進め，水稲と有望品目による複合経

営を推進していく。また，労働力が競合する品目については，他品目への誘導や新たな労働力の確保対策を進

め，農業所得の向上につなげていく。 

一部の地域は津波浸水想定区域であることから，加温用燃料タンクの削減，流出防止装置付きタンクや防油堤

の設置の必要性について，啓発活動を進めるとともに，設置についての支援も行っていく。 

 

＜営農上の課題＞ 

水田地域の多くが地下水の塩水化や排水不良による湿田が多く，水田を畑地化するには排水対策や良質な用水

の確保が課題となっている。 

水稲栽培が中心の複合経営を行っている農家においては，米価の低迷により農業所得が十分に得られず，機械

や施設の更新等を行う際に，離農する農家も多くなってきている。また，農業従事者の減少や高齢化，農繁期の

労働力の競合により，規模拡大が望めない状態であり，園芸産地の維持が困難となっている。 

生産性の向上や担い手への農地の集約化を図るためには，ほ場整備が有効な手法の一つであるが，地域内での

合意形成が課題となっている。 

加温用燃料タンクからの重油の流出防止対策が必要であるが，経費の負担等から整備が進んでいない。 

今後，育成又は改善が望まれる営農類型とその施策 

水稲＋非主食用米＋施設園芸又は露地野菜：所得の確保 

水稲＋施設園芸(野菜，花き）：水田フル活用による所得の向上，担い手の確保 

水稲＋裏作又は露地野菜：土地利用型の大規模経営農家の育成 

※農業経営体数，経営耕地面積及び農家数は，2020年農林業センサスに基づく高知市農林水産課調べ 
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◆地下水の塩水化や排水不良による湿田化
◆米価の低迷による農業所得の減少
◆複合経営における農繁期の労働力の競合
◆ほ場整備に係る地域内の合意形成
◆津波浸水想定区域における加温用燃料タンク対策

◆水稲に代わる有望品目の導入や複合経営の推進
◆人・農地プランを活用した地域内の合意形成に基づく基盤整備の実施
◆集落営農組織等の多様な担い手の確保による産地の維持
◆他品目への誘導や新たな労働力の確保による農業所得の向上
◆防災機能を備えた加温用燃料タンク・防油堤の整備の推進

・新規就農者への支援
・認定農業者の確保・育成
・地域計画の策定と活用
・集落営農組織等への支援

・集落や生産組織への支援 ・環境保全型農業直接支払制度の推進
・環境に配慮した農業技術の普及
・都市と農村の交流

・平坦地域の基盤整備
・農道，用排水路等の機能維持
・農業用施設の改修
・農地の有効利用

・防災機能を備えた加温用燃料
タンク等の整備

・ドローンを活用した防除体制
の確立

・水田フル活用と米の需給調整
・複合経営による経営の安定化
・学校給食用食材の生産支援
・有望品目の検討

課 題

目指す方向

取 組

実施施策 1-(1),(2)

実施施策 4-(1)

実施施策 2-(1),(2),(3)

実施施策 3-(1),(2),(3),(5),(6)

実施施策 5-(1),(2)
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（４）沿岸部砂畑地域 

農 区 

 

 長浜，三里の沿岸部砂畑地域 

 

農業経営体数 

及び 

経営耕地面積 

46経営体 

37ha 

（田：４ha，畑：30ha，樹園地：３ha） 

関係 

農家数 

総農家数  57戸 

販売農家数 41戸 

  (うち主業農家数28戸) 

主な農産物 

 

施設野菜：新ショウガ，スイカ，メロン，ピーマン 

 施設花き：ユリ，グロリオサ 

地域の現状と問題点，今後の方向性及び営農上の課題 

＜地域の現状と問題点＞ 

本地域は，海岸沿いに形成された砂畑地帯で，砂地の特性を活かした施設園芸が盛んに行われている地域であ

る。販売農家に占める主業農家の割合は68.2％で，施設園芸専作農家が多い。生産された農産物については，一

部個人による出荷が行われているものの，ＪＡ等を通じた大都市圏への出荷が主体であり，共同選果・出荷によ

る体制が整備されている。 

花きについては，長浜地区ではユリ，三里地区ではグロリオサがそれぞれ県内の主要な産地となっているが，

新型コロナウイルス感染症の影響により，花きの需要が減少し，農業経営に大きな影響を与えた。経営リスク軽

減のために花きから野菜などに経営転換した農家もいるが，現在は，花きの需要も回復し始めている。 

ユリについては，農家の生産技術が高位平準化され高品質なものが多く，市場の評価も高くブランド化されて

いる。また，ＪＡ高知市長浜支所園芸部花卉部会ではユリの産地提案書を作成し，産地提案型の担い手確保に取

り組んでいる。 

グロリオサについては，全国一の出荷量を誇るとともに，国内だけでなく海外市場からも高い評価を受け，中

国，アメリカ，オランダへの輸出が行われている。 

新ショウガについては，長浜・三里地区で栽培されているが，高齢化等により産地維持が困難となっているこ

とから，研修生の受け入れなど新規就農者の確保対策に取り組んでいる。 

海岸沿いの地域であることから良質な地下水が少なく，三里地区では，工業用水を農業用水として利用してい

るが，パイプラインの老朽化が進んでいる。また，台風等による高波・強風への対策が必要であることに加え，

一部の地域では市街化区域が混在しており，住宅地の近隣で営農が行われていることから，周囲の環境に配慮し

た営農のほか，地震発生時の加温用燃料タンクからの重油の流出防止対策が必要となっている。 

補助事業等を活用することで経営規模の拡大を図るとともに，ハウス内環境情報等のビッグデータを活用する

ＩｏＰ技術，総合的に病害虫を管理するＩＰＭ技術及び環境制御技術などを積極的に導入し，品質の向上，増収

を目指す農家も多い。  

 

＜今後の方向性＞ 

経営の安定化を図るため，個々の農家における経営能力の向上に加え，出荷状況や消費地での販売状況を把握

し，規格の統一や計画生産に取り組んでいく。併せて販路拡大と輸出拡大を図るとともに，市場評価を高める活

動を継続して行っていく。 

地域の現状に即した担い手の確保に努め，環境保全型農業の推進，施設の高度化や環境制御技術の導入，病害

虫の防除の徹底による品質の高位平準化を図り，さらなる園芸産地の維持・発展を目指していく。 

農繁期の労働力不足を解消するために，新たな労働力を確保し，農業経営の発展を図っていく。 

農地周辺の都市化，混住化が進んでおり，周辺環境に配慮した営農を推進していくほか，南海トラフ巨大地震

対策として加温用燃料タンクの削減，流出防止装置付きタンクや防油堤の設置の必要性について啓発活動を進め

るとともに，設置についての支援も行っていく。また，環境負荷低減を図るため，化石燃料を使用する暖房機だ

けでなく，ヒートポンプを併用したハイブリッド型の施設園芸を推進していく。 

三里地区については，パイプラインの改修等の検討を行っていく。 

 

＜営農上の課題＞ 

ユリについては，品質等の市場評価は高いものの，他産地との競合や需要の減少等により単価は低い水準で推

移しており，農業所得の確保が困難となっている。 

グロリオサについては，アザミウマ被害による品質の低下が課題となっており，防除の徹底が必要となってい

る。また，需要の減少等により単価は低い水準で推移しているほか，個々の農家での品質にばらつき等があるた

め，産地として栽培技術の高位平準化を図る必要がある。 

農業従事者の高齢化に伴い，産地の維持が困難となっているため，後継者や新たな担い手の確保に努める必要

がある。また，施設利用型の専作農家が多く，地域住民を中心に雇用して労働力の確保が行われているが，被雇

用者の高齢化も進展しているため，新たな労働力の確保に向けた取組が必要となっている。 

沿岸部の地域であるため，良質な用水の確保が課題であり，特に三里地区においては，農業用水施設が老朽化

していることから，施設の長寿命化対策や更新が必要となっている。 

加温用燃料タンクからの重油の流出防止対策が必要であるが，ハウスを減築しないと用地の確保が困難である

ことや経費の負担等から整備が進んでいない。 

今後，育成又は改善が望まれる営農類型とその施策 

施設園芸（野菜，花き）：施設の高度化，品質の高位平準化，輸出の促進，周辺環境に配慮した営農の推進 

※農業経営体数，経営耕地面積及び農家数は，2020年農林業センサスに基づく高知市農林水産課調べ 
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◆他産地との競合や需要の減少による価格の低迷（ユリ）
◆産地における品質のばらつき（グロリオサ）
◆後継者や担い手の不足
◆農業従事者や被雇用者の高齢化による労働力不足
◆津波浸水想定区域における加温用燃料タンク対策

◆施設の高度化や環境制御技術の導入，病害虫の防除の徹底による品質の高位平準化
◆地域の現状に即した担い手の確保による園芸産地の維持・発展
◆新たな労働力の確保による産地の維持，農業経営の発展
◆防災機能を備えた加温用燃料タンク・防油堤の整備の推進
◆化石燃料を使用する暖房機とヒートポンプを併用したハイブリッド型の施設園芸の推進

・農作物の安定生産・高収量化
・防災機能を備えた加温用燃料タンク
等の整備

・ＩоＰクラウド等の活用
・販路拡大への支援
・農福連携によるマッチング支援

・農道，用排水路等の機能維持
・農業用施設の改修
・優良農地の確保

課 題

目指す方向

取 組

・環境に配慮した農業技術の普及
・化石燃料に依存しない施設園芸の推進
・市民農園の管理・開設

実施施策 1-(1),(2)

実施施策 3-(1),(2),(5),(6)

実施施策 5-(1),(2)

・新規就農者への支援
・認定農業者の確保・育成
・地域計画の策定と活用

実施施策 2-(1),(2)
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（５）市街化地域 

農 区 

 

 市街化区域内にある農業地域 

 （朝倉，鴨田，旭，秦，初月，中央，潮江を主とする地域） 

農業経営体数 

及び 

経営耕地面積 

240経営体 

306ha 

（田：230ha，畑：55ha，樹園地：21ha） 

関係 

農家数 

総農家数  386戸 

販売農家数 221戸 

  (うち主業農家数61戸) 

主な農産物 

 

 

水稲  ：早生 

 施設野菜：軟弱野菜 

 施設花き：切花，鉢物 

地域の現状と問題点，今後の方向性及び営農上の課題 

＜地域の現状と問題点＞ 

本地域は，都市化の進展により市街化区域内に点在する農地で農業が営まれており，露地又は施設による野菜

や花き，水稲栽培が行われている。販売農家に占める主業農家の割合は27.6％で，農業の他に不動産経営等によ

る農外所得を得る農家もいる。 

水稲は，自給用に生産される場合が多いが，一部の農業者については，市外への出作により一定規模の生産を

行っており，収穫された米は，ＪＡ等を通じて出荷されている。 

野菜，花きの生産については，施設栽培により生産されるものが多く，生産物の多くは個人による市内市場へ

の出荷や量販店との直接取引のほか，直販所等での販売を行っている。これらの作物は，消費地に近く，鮮度も

高いことから消費者に高く評価されているものの，計画的な出荷ができないため，価格変動が激しく，経営の安

定化にはつながっていない。さらに近年は農業従事者の高齢化等による作業効率の低下や高い固定資産税の負担

から，農業所得の確保が困難となり，離農する農家も増え，農地の転用や相続等により農地を手放すケースが増

えてきている。 

一部の地域では，農産物の付加価値を高める取組として，本市の伝統的な野菜を復活させ，大都市における販

路開拓や地域の学校と連携した食育活動を行っている。 

本地域の農地は，農産物の生産のみならず，四季折々の景観，農業体験・学習の場，市民農園などの楽しみや

憩いの場の提供のほか，災害に備えたオープンスペースなど多面的な機能を担っており，令和元年度からは，生

産緑地制度を導入し，農地の保全を図っている。また，生産緑地制度の周知を図るため，協議会の設立に向けた

動きがある。 

 

＜今後の方向性＞ 

農業従事者が減少する中で，後継者の確保に加え，施設や基盤の整備により農地や産地の維持に努めるととも

に，産直活動等の支援を行うことで，地産地消の推進と農業所得の向上につなげていく。 

生産緑地制度の活用による農地の保全を推進し，減災，市民農園，農業体験など農地の持つ多面的機能を発揮

するとともに，制度や事業の周知を行い，指定農地の増加と生産基盤の強化を図っていく。 

また，都市と調和した農業振興に努めるとともに，地震発生時の住宅地における二次災害のリスクを軽減する

ため，加温用燃料タンクの削減，流出防止装置付きタンクや防油堤の設置の必要性について啓発活動を進めてい

く。 

 

＜営農上の課題＞ 

軟弱野菜など市内市場に出荷される作物は個人販売であるため，地区全体として計画的な出荷ができないこと

もあり，価格の変動が激しく経営の安定化が困難である。また，限られた農地での営農となるため，生産性，農

産物の付加価値の向上が必要である。 

農業従事者の後継者が他産業へ流出し，担い手の確保が困難となっているほか，農地の多くは市街地にあるた

め，用排水施設などの生産基盤が脆弱である。また，堆肥の施用や農薬の散布，施設や機械の騒音等の営農面以

外の課題のほか，固定資産税の負担も重く，農地の維持が困難となっている。 

地震発生時の加温用燃料タンクの転倒による重油の流出が懸念されているものの，ハウスを減築しないと用地

の確保が困難であることや経費の負担等から防災機能を備えたタンクや防油堤の整備等が進んでいない。 

今後，育成又は改善が望まれる営農類型とその施策 

施設園芸専作（野菜，花き）：施設の高度化，加温用燃料タンク整備 

施設園芸＋水稲（出作）：施設の高度化，加温用燃料タンク整備 

施設園芸＋施設園芸（出作）：施設の高度化，加温用燃料タンク整備 

※農業経営体数，経営耕地面積及び農家数は，2020年農林業センサスに基づく高知市農林水産課調べ 
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◆限られた農地での営農
◆後継者の他産業流出による担い手不足
◆市街化区域内の農地の減少
◆津波浸水想定区域における加温用燃料タンク対策
◆周辺環境に配慮した営農

◆後継者の確保と併せた施設や基盤の整備による産地の維持
◆産直活動等の支援による地産地消の推進と農業所得の向上
◆生産緑地制度の活用による，農地の保全・流動化の推進，都市農地の多面的機
能の維持・発揮

◆防災機能を備えた加温用燃料タンク・防油堤の整備の推進
◆都市と調和した農業振興

・新規就農者への支援
・認定農業者の育成・確保
・高齢農業者・小規模経営体への支援

・施設・生産体制等への支援
・生産緑地制度の活用

・環境に配慮した農業技術の普及
・都市と農村の交流

・農道，用排水路等の機能維持
・市街化区域の農地保全

・生産コストの低減
・防災機能を備えた加温用燃料
タンク等の整備

・販売体制の整備

課 題

目指す方向

取 組

実施施策 1-(1),(2)

実施施策 4-(2)

実施施策 2-(1),(2)

実施施策 3-(1),(5)

実施施策 5-(1),(2)
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（６）仁淀川水系の平坦地域 

農 区 

 
 春野地域 

農業経営体数 

及び 

経営耕地面積 

437経営体 

386ha 

（田：248ha，畑：126ha，樹園地：12ha） 

関係 

農家数 

総農家数  623戸 

販売農家数 422戸 

  (うち主業農家数227戸) 

主な農産物 

 

 

 

 

水稲    ：早生 

 施設野菜：キュウリ，新ショウガ，トマト，メロン，ナス 

 施設花卉：ユリ，キク，花苗 

 露地野菜：ショウガ 

 果樹  ：文旦，ミカン，ナシ 

畜産  ：養鶏，合鴨 

地域の現状と問題点，今後の方向性及び営農上の課題 

＜地域の現状と問題点＞ 

本地域は，仁淀川の豊かな水が吾南用水により引き込まれた南西部に位置し，田園地帯が形成され，施設園芸や水稲栽培が盛 

んに行われている。販売農家に占める主業農家の割合は53.8％で，施設園芸専作農家が多い。園芸作物の多くはＪＡ高知県春野

営農経済センターの集出荷場で共同選果され，大都市圏に出荷されているほか，「春の里」等の直販所へ出荷する農家もいる。 

施設園芸の振興については，ＪＡ高知県春野営農経済センターが中心となりキュウリ及び新ショウガの産地強化やトマトのブ 

ランド化に取り組んでいる，また，補助事業等を活用することで経営規模の拡大を図るとともに，ハウス内環境情報等のビッグ

データを活用するＩｏＰ技術，総合的に病害虫を管理するＩＰＭ技術及び炭酸ガス発生機等の導入による環境制御技術などを積

極的に導入し，品質の向上，増収を目指す農家も多い。一方で農業者や被雇用者の高齢化も進んでいることなどから，新たな労

働力確保にも取り組んでいるが，農家だけでなく集出荷場の労働力も同様に不足が懸念されている。  

高齢化等による担い手不足対策として，ＪＡ高知県春野胡瓜部会では新規就農希望者である研修生を受け入れる体制を構築 

し，研修から就農までの支援を行い，産地の維持に取り組んでいるが，新規就農時のハウスの確保が十分に行えていない状態に

ある。そのため，2022（令和４）年度からは就農に必要な中古ハウスのマッチングを流動的に行えるようＪＡ高知県，県，市及

び農業委員会で組織する「春野町新規就農者育成協議会」を設立し，中古ハウスの確保対策を行っている。  

施設花きについては，ユリ，キクを中心に栽培が行われており，これらの作物はＪＡ等を通じて出荷されている。また，果樹

については，ミカンや文旦の生産が北部の丘陵地，ナシについては新高や豊水を中心に弘岡下地区で生産されており，個人販売

や直販所等での販売が中心となっている。  

水稲については，個々の農家で乾燥・調整作業を行い，ＪＡ出荷や個人販売を行っている。 

畜産では養鶏(卵) や合鴨，養豚，酪農が行われており，特に養鶏と合鴨については，県下でも大規模な分類に入る経営が行

われている。  

近年，施設園芸への労働力の投入，高齢化や農産物価格の低迷による廃業によって，条件不利地を中心に農地の荒廃化が進ん

でいる。荒廃農地は，病害虫等の温床や雑草が繁茂することによって隣接農地への悪影響を及ぼしている。 

一部の地域においては，生産性の向上，荒廃農地の解消等のため，ほ場整備事業導入の検討を進めている。 

その他，地震発生時に加温用燃料タンクからの重油流出による農地の汚染，沿岸部では，津波による燃料タンク及び重油の流

出が懸念されている。 

 

＜今後の方向性＞ 

県内有数の園芸産地の維持・発展に向けてハウス施設の整備・流動化を進めるとともに，多様な担い手を確保していく。ま

た，ＩоＰ技術，ＩＰＭ技術及び環境制御技術等の導入を支援し，生産体制の強化に努め，高収量・高品質化による農業所得の

向上を目指していく。 

農業従事者等の高齢化による労働力不足が進展する中で，無料職業紹介所による求人・求職者のマッチングや，農福連携によ

る新たな労働力を確保することで，労働力不足を解消し，農業経営の発展につなげていく。また，新規就農者の受け入れについ

て，空きハウスの確保と併せて積極的に進めていく。 

農地の集約化や農業基盤の整備等を行うことで荒廃農地の抑制・解消に努めるとともに，担い手への農地の集積・集約化を図

る。また，飼料用米の作付けによる水田の汎用等についても検討・研究を行っていく。 

被害が拡大しつつある野生鳥獣による農作物被害については，農業者個人や地域ぐるみによる侵入防止柵の設置や新規狩猟者

の確保により被害対策を行っていく。 

南海トラフ巨大地震に備え，津波等による二次災害のリスクの軽減を図るため，流出防止装置付きタンク及び防油堤設置の必

要性について啓発活動を進めるとともに，設置についての支援も行っていく。また，環境負荷低減を図るため，ヒートポンプ等

エネルギー効率の高い施設園芸を推進していく。 

 
＜営農上の課題＞ 

農業従事者の高齢化に伴い，今後，園芸産地を維持することが困難な見通しとなっており，担い手の確保が必要であるが，就

農場所の確保（空きハウス）ができずに就農に至らないという課題がある。また，荒廃農地の増加により病害虫の発生が起こる

など生産環境が悪化している。  

農業者の所得向上対策として環境制御技術の導入による収量の増加や作物の高位平準化に取り組む必要があるが，収量増加に

伴う労働力不足や，集出荷施設の作業員の不足も課題となっている。  

生産性の向上や担い手への農地の集約化を図るためには，ほ場整備が有効な事業となるが，地域内での合意形成や担い手の確

保が課題となっている。 

今後，育成又は改善が望まれる営農類型とその施策 

施設園芸専作（野菜，花き）：施設の高度化・流動化，生産体制の強化，多様な担い手の確保，新たな労働力の確保 

※農業経営体数，経営耕地面積及び農家数は，2020年農林業センサスに基づく高知市農林水産課調べ 
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◆高齢化による農業の廃業及び担い手不足
◆農業廃業に伴うハウスの取り壊しや放置
◆施設園芸における生産体制の強化及び農業所得の向上
◆耕作条件不利地を中心とした荒廃農地の増加
◆南海トラフ巨大地震に備えた加温用燃料タンクの対策

◆農業後継者の育成や新規就農者の確保・育成
◆中古ハウスの流動化による新規就農者へのマッチング
◆ＩоＰ・ＩＰМ技術や環境制御技術の導入，燃油費削減による生産体制の強化，農
業所得の向上

◆農業基盤整備等による荒廃農地の抑制・解消
◆防災機能を備えた加温用燃料タンク・防油堤整備の促進

・産地体制の強化
・農作物の安定生産・高収量化
・防災機能を備えた加温用燃料タンク
等の整備

・中古ハウスの流動化
・ＩоＰクラウド等の活用
・安全・安心な農畜産物の生産支援
・農福連携によるマッチング支援

・平坦地域の基盤整備
・農道，用排水路等の機能維持
・農地の保全
・農地の有効利用

課 題

目指す方向

取 組

・環境に配慮した農業技術の普及
・化石燃料に依存しない施設園芸の推進
・鳥獣被害防止柵の設置支援

実施施策 1-(1),(2)

実施施策 3-(1),(2),(5),(6)

実施施策 5-(1),(3)

・新規就農者への支援
・認定農業者の確保・育成
・法人化の支援
・地域計画の策定と活用

実施施策 2-(1),(2)
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第３章 基本構想 
 

これまで述べてきた本市における農業の現状と課題，農業を取り巻く情勢等を踏まえ，本

市農業が目指すべき目標を明らかにし，その目標に向けての方針・取組等を示します。 
 

１ 高知市の農業の目標 

 

本計画における本市農業の目指すべき目標を，次のとおり示します。 

 
農業は，食料を供給するとともに地域を支える重要な産業です。生産活動を通じて，水源

かん養，生物多様性の保全，良好な景観の形成，文化の継承，地域社会の形成維持など，農

業が営まれることにより様々な公益的機能が発揮されています。 
本市農業が自然と人とまちの共生社会を支える重要な役割を果たしていることについて，

農業者を含め市民が共に考え，共に理解し，各地域で維持・発展できる農業を目指します。 
 
２ 基本方針 

 

本市農業の目標の実現に向けた農業振興の基本方針は，次のとおりとします。 

 
本市は，農作物の栽培に適した気候条件に恵まれ，水と緑豊かな鏡・土佐山の中山間地域，

園芸地帯である春野地域のほか，都市機能が集積する都市部を抱え，山間部から沿岸部まで

の地域で様々な資源を活かした農業が営まれています。 
これらの地域資源を最大限に活かし，各地域で営まれている農業活動を良好なものとする

ため，農業基盤の維持・整備・活用，多様な担い手の確保・育成，競争力のある産地づくり，

地域特性を活かした農業の展開，環境と共生したみどりの農業の推進に取り組み，高知市な

らではの農業・農村の振興を図ります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『自然・人・まちの共生社会を支える持続可能な農業』 

『地域資源を最大限に活用した高知市ならではの農業・農村の振興』 
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１ 農業基盤の維持・
整備・活用

３ 施策

計画の体系図

目標 基本方針 基本施策 実施施策

自
然
・
人
・
ま
ち
の
共
生
社
会
を
支
え
る
持
続
可
能
な
農
業

地
域
資
源
を
最
大
限
に
活
用
し
た
高
知
市
な
ら
で
は
の
農
業
・
農
村
の
振
興

２ 多様な担い手の
確保・育成

３ 競争力のある産地
づくり

４ 地域特性を活かし
た農業の展開

５ 環境と共生したみ
どりの農業の推進

1-1 農業基盤の維持・整備

1-2 農地の保全・流動化

2-1 新規就農者の確保・支援

2-2 認定農業者等の育成・支援

2-3 集落営農組織等の育成・支援

3-1 農業生産施設・機械等の整備

3-3 水田フル活用の推進

3-4 畜産業の振興

3-5 地産地消・外商の推進

3-6 労働力の確保・定着

4-1 農村の活性化

4-2 都市農業の振興

5-1 環境保全型農業の推進

5-2 豊かなグリーンライフの展開

5-3 鳥獣被害防止対策の推進

3-2 スマート農業の推進
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４ 計画の成果指標

本市の農業・農村に関する課題等を踏まえ，計画の実現・達成のために各基本施策における成果
指標と数値目標を以下のとおり設定します。

基本施策 指標 基準値(令和３年度) 目標値(令和９年度)

１ 農業基盤の
維持・整備
・活用

担い手（認定農業者・
認定新規就農者）への
農地集積面積
（※法的な契約に基づく賃貸借に限る）

563ha 620ha

５ 環境と共生
したみどり
の農業の
推進

環境保全型農業直接支
払交付金対象農地面積

52.37ha 60ha

４ 地域特性を
活かした
農業の展開

中山間地域等直接支払
交付金集落協定対象農
地面積

生産緑地地区指定面積 8.18ha 14ha

３ 競争力の
ある産地
づくり

園芸用ハウス整備事業
を活用したハウス整備
面積

75.40a/年 ４ha（累計値）

管内の各ＪＡにおける
園芸品目の販売額

7,561百万円 8,040百万円

直販所販売額（運営主
体を高知市に置く直販
所）

2,603百万円 2,780百万円

２ 多様な
担い手の
確保・育成

新規就農者数 32人/年 200人（累計値）

認定農業者数 269経営体 290経営体

小学校における農業体
験学習実施校数

34校 40校

補助事業の活用による
侵入防止柵の設置延長

81.643km 123km（累計値）

有機ＪＡＳ認証経営体
数

５経営体 10経営体

392.9ha 400ha
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持続可能な開発目標(ＳＤＧｓ)とは，2001年に策定されたミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）の後
継として， 2015年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」
で掲げられた国際社会共通の目標であり，17のゴールと169のターゲット(※)で構成されています。

ＳＤＧｓは先進国が自らの国内で取り組まなければならない課題を含んでおり，全ての国に適用
される普遍的な目標となっています。

ＳＤＧｓが目指す姿は，本計画の目標「自然・人・まちの共生社会を支える持続可能な農業」と
も重なっており，基本施策に基づく取組を行うことにより，ＳＤＧｓの達成にも寄与したいと考え
ています。

※ターゲットとはゴールに対する具体的な目標です。

■ＳＤＧｓ 17のゴール 出典：国際連合広報センターWEBサイトより

基本施策 関連性の高い上位５ゴール

【ＳＤＧｓの17のゴール名称】
１ 貧困をなくそう
２ 飢餓をゼロに
３ すべての人に健康と福祉を
４ 質の高い教育をみんなに
５ ジェンダー平等を実現しよう
６ 安全な水とトイレを世界中に
７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに
８ 働きがいも経済成長も
９ 産業と技術革新の基礎をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう
11 住み続けられるまちづくりを
12 つくる責任つかう責任
13 気候変動に具体的な対策を
14 海の豊かさを守ろう
15 陸の豊かさも守ろう
16 平和と公正をすべての人に
17 パートナーシップで目標を達成しよう

５ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）との関連性

５ 環境と共生したみ
どりの農業の推進

４ 地域特性を活かし
た農業の展開

３ 競争力のある産地
づくり

２ 多様な担い手の
確保・育成

１ 農業基盤の維持
・整備・活用
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第４章 実施施策 
  

１ 農業基盤の維持・整備・活用 

 

（１）農業基盤の維持・整備 

 

ア 現状と課題 

平坦地域の農地においては，軟弱な地盤に加え，排水不良による湿田が多く見られていま 
す。さらに，一部の地域では地下水の塩水化による水質の悪化も見られるなど，用排水路等 
の整備による安定した農業用水の確保が必要となっています。また，農村部の宅地開発や温 
暖化による降水量の増加などにより，農地の湛水被害が生じています。 

中山間地域では，狭小な農地が点在し，その大半が急傾斜地にあることから，条件の悪い 
農地を中心に荒廃が進んでいます。 
 本市の農地の多くは狭小であり，生産性の向上や農作業の効率化を図るためには，ほ場整 
備が有効な手法の一つですが，地域内での合意形成が課題となっています。 
農道や用排水路等の農業用施設について，行政と地域の協力の下，維持管理を行っていく

必要があります。また，これらの多くが老朽化に伴い，機能低下が進行しており，長寿命化

を図るための取組が必要です。 
農業従事者の高齢化により，将来的に農道や用排水路の管理（田役）ができない地域が生 

じるおそれがあります。 
   

イ 対策 

用排水路等の整備や地下水の塩水化対策とともに，湛水被害を防ぐため，排水路や排水機 
場等の改修，更新を進めます。 

平坦地域や中山間地域など，地域の実情に合った基盤整備を継続することにより，優良農 
地の確保や農地の保全を図ります。 
 担い手への農地の集積・集約化，農作業の効率化等を図ろうとする地域に対して，ほ場整 
備事業の導入を推進します。 
 田役の作業負担を軽減するため，農道や用排水路等の改修を進めるなど，農業用施設の機 
能維持を図ります。 
   

ウ 取組 

① 平坦地域の基盤整備 
農作業の効率化など生産性を向上させるため，ほ場整備等を行います。 
排水不良による湿田化や地下水の塩水化対策として，除塩装置の導入，新たな用水の確保， 

用排水路，排水ポンプ，水門等の整備を進めます。 
② 中山間地域の基盤整備 

農地が点在し，大規模なほ場整備が困難なため，小規模なほ場整備や農道・水路の改修等

を行うことで，農作業の効率化，優良農地の確保を目指します。 
③ 農道，用排水路等の機能維持 
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地域で管理している農道，用排水路等の機能維持・発揮に向けた地域共同活動を支援しま

す。 
農道，用排水路等の改修等を実施します。 

④ 農業用施設の改修 
機能保全計画に基づく，排水機場等の改修を実施します。 

⑤ 災害時の復旧工事 
大雨等により農地や農道等の農業用施設に被害が発生した場合は，国の認証事業等を活用 

し，速やかに復旧工事を行います。 
 

エ 主な関連事業 

◎ 多面的機能支払交付金     
◎ 中山間地域等直接支払交付金 
◎ 土地改良施設適正化事業       
◎ 農地災害復旧事業 
◎ 農業水路等長寿命化・防災減災事業  
◎ 農業土木施設災害復旧事業 
◎ 農地耕作条件改善事業 
◎ 農地中間管理機構関連農地整備事業 
◎ 農業競争力強化農地整備事業 
● かんがい排水県営工事負担金 
○ 塩水化対策事業           
○ 災害復旧事業 
○ 土地改良事業 
○ 堰，揚水機維持管理費補助金交付事業 
○ 農業水利施設保全合理化事業     
○ 農道用排水路維持管理事業      
○ 仁ノ地区排水対策事業 
○ 排水機場維持管理事業        
○ 排水機場整備事業 
○ 春野農業用水送水施設等保全事業 

◎＝国施策事業，●＝県施策事業，○＝市単独事業 
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（２）農地の保全・流動化 

 

ア 現状と課題 

本市の農地については，農業振興地域内においても，小規模な転用等が行われており，ま 
とまりのある優良農地の確保が困難となっています。 

市街化区域の農地については，都市化とともに分断され，狭小で点在していることから， 
限られた農地での営農となるため，農業所得の確保が困難となっています。 

中山間地域の農地についても，狭小で点在していることから作業効率の悪さに加え，農業 
従事者の減少や高齢化，鳥獣被害の影響などから荒廃農地が増加しており，農地の保全が困 
難となっています。 

農業の生産性を高め，農業所得の向上を図るためには，地域の担い手への農地の集積・集 
約化を進めていく必要があります。 

 
イ 対策 

農業生産の基礎となる，優良農地の保全，流動化のほか荒廃農地の抑制・解消を図ります。 
 「高知（高知市）農業振興地域整備計画」の見直しを行います。 

 
ウ 取組 

① 優良農地の確保 
 「高知（高知市）農業振興地域整備計画」の見直しに伴い，農業振興地域内における守る 
べき農地を定め，優良農地の適正管理に努めます。 
② 農地の保全 

日本型直接支払制度の実施により，農業の多面的機能の維持・発揮のために地域で取り組 
む活動等に対して支援を行い，農地の保全に努めます。 
③ 市街化区域の農地保全 

市街化区域の農地は，新鮮な農産物の生産地であるとともに，身近な農業体験や交流の場， 
緑地空間，災害時の避難空間など，多様な機能を有していることから，生産緑地地区の指定 
を積極的に進めることにより，都市内農地の保全に努めます。 
④ 農地の有効利用 

農業委員会や農地中間管理機構と連携し，地域の担い手への農地の集積・集約化を進め， 
併せて荒廃農地の抑制・解消に努めます。 

 
エ 主な関連事業 

  ◎ 生産緑地制度            ◎ 多面的機能支払交付金（再掲） 

◎ 中山間地域等直接支払交付金（再掲） ◎ 農地中間管理事業 

○ 農業振興地域整備計画管理事業    ○ 有望品目産地化支援事業 

 

 

 

 

◎＝国施策事業，●＝県施策事業，○＝市単独事業 
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２ 多様な担い手の確保・育成   
 

（１）新規就農者の確保・支援 

 

ア 現状と課題 

 農業従事者の減少や高齢化の進展，後継者の他産業への流出などにより，地域農業を支え 
る担い手不足が進んでおり，Ｕ・Ｊ・Ｉターンを含めた新規就農者の確保が課題となってい 
ます。 

 
イ 対策 

  本市農業の魅力を発信し，支援体制を充実させることにより新規就農者の確保・育成を図 

ります。 

   
ウ 取組 

① 就農支援体制の整備 
関係機関・団体と連携し，就農相談窓口の設置や農地の斡旋，住居に関する情報提供等を

行うなど，就農支援体制を整備します。 
② 新規就農者への支援 

青年等就農計画に基づき，次代の農業を担う意欲と能力のある認定新規就農者の確保・育

成を図り，認定を受けることで得られる各種支援制度や制度資金などにより支援を行います。

また，後継者や雇用就農者が受ける研修に対しても支援を行います。 
③ 研修受入機関等への支援 

新規就農者においては，農業の基礎知識や技術の習得が必要であることから，研修受入機

関である「高知市担い手育成総合支援協議会」や指導農業士等への支援を行います。 
④ 就農相談会の実施 
新規就農希望者の掘り起こしを行うため，各種の就農相談会へ参加をするほか，本市にお

いても就農相談会を開催します。 
⑤ 産地提案型の就農支援 

地域の求める人材像や就農までの流れ，地域の概要，支援体制などを明記した産地提案書 
を作成，又は今後作成する生産部会等に対し，関係機関・団体とともに支援を行います。 

  

エ 主な関連事業 

◎ 農業次世代人材投資事業          ◎ 経営発展支援事業 
◎ 就農準備資金・経営開始資金        ◎ 雇用就農資金 
◎ れんけいこうち合同就農相談会運営事業 
● 産地受入体制整備事業           ● 担い手支援事業 
● 新規就農者農地確保等支援事業 

 
 

 

◎＝国施策事業，●＝県施策事業，○＝市単独事業 
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（２）認定農業者等の育成・支援 

 

ア 現状と課題 

農畜産物の価格の低迷や資材費の高騰など，農業を取り巻く環境が変化している中で，農 
業従事者の減少や高齢化が進展し，将来の地域農業を担う農業者が不足する状況となってき 
ています。 
女性農業者や高齢農業者，小規模経営体は，農産物の加工や直販活動を行うなど，本市の

農業生産活動の一翼を担っていることから，女性農業者が農業経営や地域農業の意思決定の

場へ今後さらに参画できる環境を整備するとともに，高齢農業者や小規模経営体への継続的

な支援が必要です。 
担い手農家への農地集積については，一部の地域で進んでいるものの，面的な集約は進ん

でおらず，地域の担い手農家が土地利用型農業を効率的に行うまでには至っていない状態で

す。また，中山間地域においては，平坦部に比べると農地の集積・集約化がさらに困難な状

態です。 
 

イ 対策 

 「高知市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に示された農業経営目標に向 
けて，農業経営改善計画に基づく農業経営を行う認定農業者への支援を行い，地域における 
担い手の確保・育成を図ります。 
 女性農業者の農業経営への積極的な参画に向け，関係機関・団体と協力し，家族経営協定 
の締結や認定農業者への誘導を推進します。 
 本市農業の一翼を担う高齢農業者や小規模経営体の経営維持・発展に向けた支援を行いま 
す。 
 

ウ 取組 

① 認定農業者の確保・育成 
経営感覚に優れた農業経営を行う認定農業者の確保・育成を図るため，認定を受けること 

で得られる各種支援制度や制度資金などにより支援を行います。 
② 法人化の支援 

    農業経営の規模拡大や複合化など更なる経営発展を目指そうとする経営体に対して，対外 
的な信用が得られ，経営面や資金調達などでメリットのある法人化を推進します。 
③ 家族経営協定の推進 

家族農業経営に携わる各世帯員の農業経営への参画や意識の向上，働きやすい環境づくり 
のため，業務分担を明確にする家族経営協定の締結を推進します。 
④ 農業・後継者団体の育成 
認定農業者等によるや相互研鑽を促進するため，「高知市認定農業者連絡協議会」や「高知 

市農業基幹営農者会議」などの団体が行う活動を支援します。 
⑤ 地域計画の策定と活用 

地域での話し合いを通じ，今後の地域農業のあり方や将来の農地利用の目標を明確化した 
地域計画を策定し，農地の集積・集約化を図ることで，担い手の確保につなげます。 
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⑥ 高齢農業者・小規模経営体への支援 
高齢農業者や小規模経営体の経営を安定させるため，直販所等の販売環境や出荷体制の強 

化を支援し，農業所得の向上を図ります。 
 

エ 主な関連事業 

◎ 地域計画策定推進緊急対策事業 
◎ 機構集積協力金事業 
● 農業経営基盤強化資金利子補給事業 
○ 営農支援事業 
○ 農業生産改善対策資金利子補給事業 
○ 農林水産業団体育成事業（認定農業者連絡協議会，農業基幹営農者会議） 
  

  

◎＝国施策事業，●＝県施策事業，○＝市単独事業 
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（３）集落営農組織等の育成・支援  

 

ア 現状と課題 

  農業従事者の高齢化や減少が進み，地域農業の維持が困難な状況となっており，地域の農

地を守る仕組みづくりが必要となってきています。 

  また，農産物価格の低迷や農業機械等への投資が個々の農業経営を圧迫しており，機械の

更新の際に離農する農業従事者が増えています。 

 
イ 対策 

  小規模な農業経営体を集落単位で組織した，集落営農組織等による機械の共同利用や農作

業受託組織の設立・育成を図ります。 

 
ウ 取組 

① 集落営農組織等の設立支援 
地域の実情に即した集落営農等についての研修会を開催するなど啓発活動を行い，地域特 

性に応じた組織の設立を支援します。 
② 集落営農組織等への支援 

集落営農活動が維持できるよう，共同利用する農業機械や施設等の整備に対する支援を行 
います。また，園芸品目等の栽培などの取組についても支援することで，地域農業の維持・ 
発展につなげます。 

 ③ 法人化への支援 
対外的な信用が得られ，経営面や資金調達などでメリットのある法人化に必要となる財 

務・労務管理に関するノウハウ習得について，関係機関・団体と連携して支援を行います。 
 

エ 主な関連事業 

  ◎ 農業経営法人化支援事業 

● こうち農業確立総合支援事業 
● 地域営農支援事業 
○ 中山間農業活性化事業 
 
 
 
 
 
 
 

  

◎＝国施策事業，●＝県施策事業，○＝市単独事業 
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３ 競争力のある産地づくり 

 
（１）農業生産施設・機械等の整備 

 

ア 現状と課題 

近年の気候変動に伴う自然環境の変化に加え，農産物の流通を取り巻く環境の変化や，消 
費者ニーズの多様化等に対応した生産体制や施設・機械の整備が必要です。 

燃油や肥料・飼料等の農業生産資材の価格の高騰が農業経営を圧迫しているため，産地で 
のまとまりや集約化による生産コスト低減のほか，高収量・高品質化に向けての取組が必要 
です。また，産地維持のためには，担い手の確保が必要ですが，就農地（空きハウス）の確 
保ができず，就農に至らないという課題があります。 
 今後，発生が想定されている「南海トラフ巨大地震」による二次災害を防ぐための対策が 
必要です。 

 
イ 対策 

 中山間地域から仁淀川水系の平坦地域までの６つの地域特性に応じた農産物の生産・産地 
化を推進します。 

農業用施設の高度化や規模拡大，流動化を推進するほか，共同利用機械・施設の整備を支

援し，作業の効率化・省力化や高収量化など経営効率の高い農業を推進します。 
 「南海トラフ巨大地震」による二次災害を防ぐため，防災機能を備えた加温用燃料タンク 
や防油堤の整備を推進します。 
 施設園芸農業を目指す新規就農者が円滑に就農地（空きハウス）を確保できるよう，中古 
ハウスの流動化を推進します。 

 
ウ 取組 

① 産地体制の強化 
    国内外での競争にも耐えうる産地体制とするため，集出荷場や機械の整備を行うとともに， 

ハウス施設整備等を積極的に進め，まとまりのある産地づくりの育成・支援を行います。 
② 農作物の安定生産・高収量化 

農作物の安定生産や高収量化を図るため，環境制御技術の導入，施設の規模拡大や高度化 
などについて支援を行います。 
③ 生産コストの低減 

生産コストの低減を図るため，農業機械・施設の共同利用を進めるほか，園芸農業におい 
ては，被覆資材の多層化，代替暖房機等の導入を支援します。 
④ 防災機能を備えた加温用燃料タンク等の整備 

防災・減災対策として，加温用燃料タンクの削減，流出防止装置付きタンクと防油堤の 
普及やヒートポンプへの転換を進めます。 

   ⑤ 特色ある産地づくり 
    地域特性に応じた有望品目や品種の導入検討・研究を推進します。 
   ⑥ 中古ハウスの流動化 
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    新規就農者が円滑に就農できるよう，中古ハウスのマッチング等に係る取組を支援します。 
 

エ 主な関連事業 

◎ 産地生産基盤パワーアップ事業       

◎ 強い農業づくり総合支援交付金 

● 園芸用ハウス整備事業       

● 環境制御技術高度化事業     

● こうち農業確立総合支援事業（再掲）    

● 燃料タンク対策事業 

○ 営農支援事業（再掲）           

○ 中山間農業活性化事業（再掲） 

○ 新規就農者育成協議会補助金 

○ 地場産品活用推進事業          
  

◎＝国施策事業，●＝県施策事業，○＝市単独事業 
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（２）スマート農業の推進 

 

ア 現状と課題 

  農業従事者の高齢化，後継者不足に加え，集出荷施設や加工施設においても，慢性的な人 

手不足に陥っています。 

また，人手に頼る作業や熟練者でなければできない作業が多く，省力化や人手の確保，負 

担の軽減が課題となっています。 

  

イ 対策 

  ドローン等を活用し，農作業の省力化や集団防除を推進します。 

  熟練農業者の技術やノウハウ，判断などをデータ化し，蓄積・活用できるシステムや技術 

の導入を推進します。 

  ほ場整備と併せ，自動運転機能を備えた農業機械による農作業の省力化を推進します。 

    

ウ 取組 

① ドローン等を活用した防除体制の確立 
水稲等の防除については，生産コストの削減・省力化につなげるため，ドローン等を用い 

た防除への転換を推進します。 

② ＩоＰクラウド等の活用 
 高知県が推奨するＩоＰクラウド「ＳＡＷＡＣＨＩ」等を活用し，「Ｎｅｘｔ次世代」の農 
業を目指す農業者を支援します。 
③ 農作業の自動化 
 ほ場整備と併せた農機ロボットの自動操縦技術を活用し，農作業の省力化につながる取組 
を実践する農業者や団体等を支援します。 
④ 新技術等の研究 

    産学官連携による，スマート農業につながる新技術等の研究活動を支援します。 

   ⑤ スマート農業に対応した人材の育成 

    スマート農業を実践するための技術に対応できる人材育成活動を支援します。  

   ⑥ 集出荷施設等における省力化 

    集出荷や加工コストの削減に向けて，高性能機械や施設の整備による省力化を支援します。 

 

エ 主な関連事業 

◎ スマート農業総合推進対策事業 

● 競争力強化生産総合対策事業 

○ 営農支援事業（営農技術会議） 

○ 

 

 

 

 

◎＝国施策事業，●＝県施策事業，○＝市単独事業 
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（３）水田フル活用の推進 

 

ア 現状と課題 

米の消費量減少に伴う米価の下落に加え，気候変動等により生産環境が大きく変化してお 
り，需要に見合った生産と生産技術の確立等が求められています。また，生産数量目標の配 
分廃止に伴う農業者やＪＡが中心となった需給調整を行える体制づくりや，稲作農家の経営 
安定に向けた作物転換や二毛作の推進など，水田フル活用の取組が必要となっています。 
 

イ 対策 

需要の動向に即した米の計画的生産を推進するとともに，加工用米や飼料用米等への取組 
を進めるほか，他品目との組み合わせによる農業所得の向上を図ります。 

意欲のある担い手が水田農業を継続できる環境を整えるため，農地の集積・集約化による 
経営規模の拡大を進めるほか，農業機械等の共同利用や農作業受委託による生産コストの削 
減を推進します。 

 

ウ 取組 

① 水田フル活用と米の需給調整 
「高知市農業再生協議会」及び「高知市春野地域農業再生協議会」が作成した水田フル活 

用ビジョンに基づき，「主食用米」，「加工用米」，「飼料用米」のバランスの取れた生産を推進 
するとともに，有望品目の研究と合わせた地域振興作物の産地化や，稲ＷＣＳの生産など耕 
畜連携に取り組むことにより農業所得の安定化を図ります。 
② 複合経営による経営の安定化 

水稲と他品目との組合せによる複合経営を推進し，バランスの取れた農業経営を支援しま 
す。 
③ 生産コストの削減・省力化 

担い手への農地の集積・集約化や農業機械の共同利用，ドローン等による防除等の作業委 
託など，生産コストの削減・省力化につながる取組を推進します。 

 
エ 主な関連事業 

◎ 経営所得安定対策 
○ 営農支援事業（営農技術会議）（再掲） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎＝国施策事業，●＝県施策事業，○＝市単独事業 
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（４）畜産業の振興 

 

ア 現状と課題 

飼料等の高騰が経営を圧迫しており，安定した価格で品質の高い飼料の確保が課題となっ 
ています。 

都市化の進展により，住宅と隣接して畜産を営まなければならない状況であり，環境に配 
慮した畜産経営が求められています。また，家畜の増頭による排せつ物の処理が課題となっ 
ています。 
 口蹄疫や豚熱，高病原性鳥インフルエンザなどの家畜伝染病の農場への侵入リスクが年々 
高まっており，その対策が課題となっています。 

 
イ 対策 

 畜産経営の安定化・効率化等を図るため，施設の高度化や機械化等を推進します。 
家畜排せつ物の適正処理や堆肥の有効利用など，環境に配慮した畜産経営を推進します。 
家畜伝染病の農場への侵入リスクに備えるため，防疫体制の強化を推進します。 
高知競馬の収益配分金を基金として積み立て，畜産振興に係る事業や，耕畜連携等を推進 

します。 
 

ウ 取組 

① 畜産経営の安定化 
畜産経営の安定化を図るため，農場ごとの防疫体制の強化による家畜伝染病の予防及び耕 

種農家との連携による稲ＷＣＳや稲わらなどの給与による耕畜連携を推進し，経営の安定化 
を図ります。 
② 畜産クラスターへの取組支援 

畜産農家をはじめ，地域の関係事業者が連携した畜産クラスターの構築を推進し，地域ぐ 
るみでの高収益型畜産体制を支援します。 
③ 作業の効率化・省力化 

作業の効率化・省力化を図るため，施設の高度化や機械化等に対する支援を行います。 
④ 環境に配慮した畜産経営の推進 
臭気対策等の環境対策，家畜の飼養に係る衛生管理に対する支援を行います。 

   ⑤ 家畜排せつ物の利用促進 
本市で排出される家畜排せつ物や馬ふんを適切に堆肥化し，粗飼料生産水田へ堆肥を散布 

するなど，耕畜連携による資源循環型農業を推進します。 
⑥ 畜産関係団体の育成 

畜産関係団体への活動助成を通じて，畜産農業の振興を図ります。 
 

エ 主な関連事業 

● レンタル畜産施設等整備事業    ● こうち農業確立総合支援事業（再掲） 
○ 営農支援事業（畜産農業改善事業） ○ 中山間地域土づくり推進事業 

 ◎＝国施策事業，●＝県施策事業，○＝市単独事業 
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（５）地産地消・外商の推進 

 

ア 現状と課題 

本市で生産される農畜産物の地産地消を図るため，生産者と消費者を地域の中で結び付け 
る取組や体制整備，情報発信が必要となっています。 

地元の農産物を学校給食として利用するため，供給可能な体制の整備が求められています。 
地産地消だけでなく，域外への新たな販路拡大による経済循環の拡大が求められている中 

で，食品安全や環境保全，労働安全等に取り組むＧＡＰやＨＡＣＣＰなどの生産工程管理の 
実施が必要となっています。 
 

イ 対策 

安全・安心な地元の農畜産物を直販所等で購入できる体制整備を支援するとともに，消費 
者への情報発信にも努めます。 
 地産地消の推進を通じて，食育の促進や地域農業の活性化を図ります。 
 生産者団体等が取り組む学校給食用食材の生産支援を行います。 
 海外への輸出も含めた外商活動を行う組織等に対し支援を行い，農業所得の向上を図りま 
す。 
 地産地消の中心的な役割を果たしている直販所等への支援を行い，農業所得の向上を図り 
ます。 

ＧＡＰやＨＡＣＣＰなどの生産工程管理に取り組む組織等への支援を行います。 
６次産業化に取り組む組織，個人の掘り起こしを行います。 

  
ウ 取組 

① 販売体制の整備 
生産者と消費者を直接結ぶ直販所等の販売環境や出荷体制の強化を支援します。 

② 安全・安心な農畜産物の生産支援 
食品安全や環境保全，労働安全等に取り組む生産工程管理（ＧＡＰ）の実施を推進すると 

ともに，ＨＡＣＣＰ等に対応した施設の整備を支援します。 
③ 学校給食用食材の生産支援 
関係機関・団体と連携し，生産者団体を育成するとともに，納入体制等についての検討を 

行い，学校給食用食材の生産拡大を推進します。 
④ ６次産業化への支援 
産学官連携や，セミナー等の開催により農商工連携を進め，商品開発及び商品の販売促進 

活動を支援します。 
⑤ 販路拡大への支援 

消費者ニーズや付加価値向上などについての研修会の開催や，県内外で開催される商談会 
や展示会等への出展など，地域農畜産物のＰＲを行うことで販路拡大を推進します。 

 

 

 

40



エ 主な関連事業 

◎ れんけいこうち６次産業化推進事業 
● みどりの食料システム戦略推進事業 
● こうち農業確立総合支援事業（再掲）     
● 農産物輸出促進事業 
○ 学校給食用食材生産支援事業     
○ 農林水産物活用外商推進事業 

  ◎＝国施策事業，●＝県施策事業，○＝市単独事業 
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（６）労働力の確保・定着 

 

ア 現状と課題 

 農業従事者の減少や高齢化に伴い，各地域において労働力が不足しています。加えて，集 
出荷施設の作業員も高齢化していることから，労働力の確保が課題となっています。 
 各産地や出荷場等において，農繁期における雇用労働力の競合が生じており，個々の経営 
体において，規模拡大等が行えない状態となっています。 
  

イ 対策 

管内の各ＪＡの無料職業紹介所やＳＮＳを活用したマッチングを推進するとともに，農福 
連携や外国人人材（技能実習生）の活用について検討します。 

農繁期の労力の分散を図るため，他品目への誘導による複合経営等を推進します。 
 

ウ 取組 

① 農福連携によるマッチング支援 
「高知市農福連携研究会」と連携し，働きがいや生きがいなど福祉分野と農業分野の相互 

理解による労働力の確保を支援します。 
② 外国人人材（技能実習生）の受入体制の整備 

    外国人人材（技能実習生）の受入に向け，関係機関・団体と連携し，受入体制の整備や安 
定した研修活動など，本市に即した体制を検討していきます。 
③ 有望品目の検討 

    農産物価格の低迷や労働力の競合により，十分な農業所得を得ることができない品目につ 
いては，地域に即した有望品目への転換，導入支援を進めます。 
 

エ 主な関連事業 

● 農業労働力確保対策事業 
○ 営農支援事業（営農技術会議）（再掲） 

  ◎＝国施策事業，●＝県施策事業，○＝市単独事業 
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４ 地域特性を活かした農業の展開 

 

（１）農村の活性化 

 

ア 現状と課題 

本市は，中山間地域から沿岸部までの様々な地域で地域特性に応じた農業が営まれていま 

すが，農業従事者の減少や高齢化の進展に伴い，農村の維持が困難となってきています。 
特に中山間地域においては，生産条件が悪く，営農環境は非常に厳しい状況となっており， 

新たな担い手の確保が困難なため，後継者への就農支援や地域農業を支える小規模経営体等 
への支援が必要となっています。 

農村の持続的な発展や地域の伝統文化，自然，景観などの多面的機能の維持に向けた取組 
が必要となってきています。 

女性農業者や高齢農業者は，地域社会にとって欠かせない存在であり，地域の農業振興を 
図るためには参画機会の拡大や活動する場の創出が必要となっています。 

 
イ 対策 

 農村にある豊かな地域資源を掘り起こし，地域特性を活かした農村振興を推進します。 
 女性農業者や高齢農業者などの参画等による農業の振興や集落機能の維持・発展に取り組 
みます。 
 

ウ 取組 

① 集落や生産組織への支援 
労働力の確保，農業機械等の共同利用など効率的な農業経営の実現を図るため，集落営農 

組織を地域の担い手の一つとして位置づけ，農地の利用集積や荒廃農地の抑制・解消など，

集落営農や地域ぐるみで取り組む農業を推進します。 
② 中山間地域等条件不利地への支援 
過疎化・高齢化が進む中で，集落の維持・発展のため，集落協定に基づく農業生産活動等

を行う農業者等に対して支援を行います。 
   ③ 農村の活性化 
    都市部との交流行事等により，農村における暮らしや農業の魅力を発信し，知ってもらう 

機会を創出することで，交流人口や定住人口の増加につなげ，農村の活性化を図ります。 
また，地域で拠点となる，集落活動センター等の設立について，関係機関・団体等と連携 

し，支援します。 
   ④ 有望品目の導入 
    中山間地域におけるイタドリなどの有望品目の産地化を進め，有望品目を生産する経営体 

への支援を行います。 
⑤ 棚田地域の振興 

棚田地域の有する多面的機能が維持されるよう，棚田の保全を図るとともに，棚田地域に 

おける定住や都市部との交流を推進します。 
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エ 主な関連事業 

◎ 環境保全型農業直接支払交付金 
◎ 多面的機能支払交付金（再掲）     
◎ 中山間地域等直接支払交付金（再掲） 
◎ 農村型地域運営組織（農村ＲＭО）形成推進事業 
● 地域営農支援事業（再掲） 
○ 中山間農業活性化事業（再掲） 
○ 中山間地域活性化住宅整備事業  
○ 土佐山アカデミー事業 
○ 有望品目産地化支援事業（再掲） 

○ 市民農園貸付事業 
  

  

◎＝国施策事業，●＝県施策事業，○＝市単独事業 
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（２）都市農業の振興 

 

ア 現状と課題 

市街化区域内においては，都市化の進展により分断され狭小な農地が点在しており，限ら 
れた農地で営農を行う必要があります。そのため，農業経営が安定せず，離農者が増えてい 
ます。また，農業従事者の高齢化等により，農地の転用や後継者への相続時に農地を手放す 
ケースが年々増えており，都市部における農地の保全が困難となっています。 

営農面においては，建物の陰による日照不足や街路灯などによる生育障害なども見られる 
ほか，堆肥の施用や農薬の散布，機械の騒音や土埃など，周辺環境に配慮した営農も求めら 
れています。 

 
イ 対策 

 生産緑地制度の活用と併せた農業基盤の整備や農地の流動化による都市農地の保全を推 
進します。 
 農業経営の安定化，施設の高度化，農産物の付加価値向上に取り組む経営体等の取組を推 
進します。 
     

ウ 取組 

①施設・生産体制等への支援 
農業用施設の高度化や生産体制の強化，農業基盤の整備など，農地の保全と農業所得の 

向上に向けた支援を行います。 
   ②農産物の付加価値向上 

農産物の地産地消の推進や，付加価値向上に取り組む経営体等に対し支援を行います。 
③生産緑地制度の活用 

減災，市民農園，農業体験など都市農地の持つ多面的機能の発揮や都市農業の維持・発展 
のため，生産緑地制度を活用し，生産基盤の強化や農地の有効活用を積極的に進め，農地の 
保全に努めます。 
④担い手の確保 

都市農地の流動化を推進し，担い手の確保に努めます。 
 

エ 主な関連事業 

◎ 生産緑地制度（再掲） 
● 園芸用ハウス整備事業（再掲） 
● 環境制御技術高度化事業（再掲） 
  

 

 

 

 

 

◎＝国施策事業，●＝県施策事業，○＝市単独事業 

45



５ 環境と共生したみどりの農業の推進 

 

（１）環境保全型農業の推進 

 

ア 現状と課題 

農業・農村は，国土の保全，水源かん養，自然環境保全，景観形成等の多面的機能を有し 

ており，多くの市民がその恩恵を受けています。 

近年は世界的に環境問題が取り上げられており，農業分野においても環境への負荷を低減 

する取組が必要となっています。 

また，消費者から安全・安心な食料の供給が求められていますが，都市部や農村において， 

生活雑排水が農業用水路に流れ込むことにより，水質の悪化が見られます。 

 

イ 対策 
農業が有する自然循環機能を活かすため，農業生産資材等の適正処理，化学農薬・化学肥 

料の適正使用等，環境負荷の低減に配慮した持続可能な農業を推進します。 
市民が環境に配慮した農業への理解を深める取組を推進します。 
農業用水の水質保全を通じた生産条件の安定化や農業集落排水の処理施設の適切な管理 

を図ります。 
有機農業に取り組む農業者や団体等を支援し，有機農業を推進します。 

 

ウ 取組 
① 環境保全型農業直接支払制度の推進 

自然環境の保全に資する農業の生産方式（化学肥料及び化学農薬の使用を原則５割以上低 
減）と冬期湛水管理等を組合せ，地球温暖化の防止や生物多様性の保全に効果の高い営農活 
動に取り組む農家で構成された団体等に対して支援を行います。 
② 農業生産資材廃棄物等の適正処理 

環境保全を図るため，農業生産資材廃棄物や家畜排せつ物の適正処理を推進します。 
③ 環境に配慮した農業技術の普及 
 天敵製剤や防虫ネット等を組み合わせたＩＰＭ技術（総合的病害虫管理）の普及及び有機 
農業等の取組を支援し，化学農薬・化学肥料の使用量の削減につなげます。また，本市に適 
した有機農業の栽培技術等の研究等を行う農業者や団体等を支援します。 
④ 化石燃料に依存しない施設園芸の推進 
 化石燃料を使用する暖房機だけでなく，ヒートポンプを併用したハイブリッド型の施設園 
芸を推進し，化石燃料の使用量，ＣО２排出削減につなげます。 
⑤ 農業集落排水施設の維持・管理 
 ストックマネジメントに基づき，農業集落排水処理施設の適正管理や長寿命化を行うとと 
もに，事業の再編についても検討を行い，集落環境の維持に努めます。 
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エ 主な関連事業 

◎ 環境保全型農業直接支払交付金（再掲） 
● みどりの食料システム戦略推進事業（再掲） 
● 燃料タンク対策事業（再掲）     
○ 中山間地域土づくり推進事業（再掲）   
○ 農業集落排水事業  
○ 有機市民農園管理運営事業 
○ 営農支援事業（営農技術会議）（再掲） 
 

◎＝国施策事業，●＝県施策事業，○＝市単独事業 
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（２）豊かなグリーンライフの展開 

 

ア 現状と課題 

 地域で開設されている市民農園のほか，地域の農業従事者や団体が行う農業体験，食育活 
動については，市民の関心も高く農業への理解の醸成などの役割を果たしています。 

しかし，農業従事者の減少や高齢化の進展により，農業生産活動が十分に行えなくなって 
きており，農村の持つ多面的機能の低下が懸念されています。  
  

イ 対策 

自然環境や生活文化を体感できる場の提供や情報発信により，都市と農村の交流を促進し， 
農村の持つ多面的機能の維持・発揮を図ります。  

市民農園や地域で行われる農業体験等を通じて農業に触れ合う機会の場を地域や関係機 
関・団体と連携して創出し，地域の活性化や交流人口の増加を図ります。 

 
ウ 取組 

① 農業体験学習の推進 

地域で行われる農業体験や酪農教育ファーム認証牧場で行われる酪農体験学習を関係機 
関・団体と連携して，支援を行います。 
② 市民農園の管理・開設 

ＪＡや市などによる市民農園の管理・運営により，市民の農業への理解の醸成に取り組み 
ます。また，新たな市民農園の開設について検討を行います。 

   ③ 都市と農村の交流 
地域で行われている農業生産活動や生活文化，食文化などについて情報発信を行い，都市 

と農村の交流の場をつくり，相互に理解し合い，農村の持続的な発展につなげます。 
 

エ 主な関連事業 

◎ 生産緑地制度（再掲） 
○ 市民農園貸付事業（再掲） 
○ 農業体験学習推進事業 
○ 有機市民農園管理運営事業（再掲） 
○ 土佐山アカデミー事業（再掲） 
 
 
  

  

◎＝国施策事業，●＝県施策事業，○＝市単独事業 
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（３）鳥獣被害防止対策の推進 

 

ア 現状と課題 

イノシシ，ハクビシン，タヌキ，カラス等の野生鳥獣による農作物への被害は，農業者の 
生産意欲の低下を招き，荒廃農地を増加させる大きな要因となっています。 
また，高齢化等により人口減少や過疎化が進んだことにより，荒廃農地や人が入らなくな 

った里山が野生鳥獣の住処となり，鳥獣の生息域と人の生活圏の境界が曖昧となった結果， 
中山間地域だけでなく平野部，市街地まで野生鳥獣が出没する状況となっています。 
加えて，狩猟者が年々減少・高齢化するなど，鳥獣害対策の担い手の減少が懸念されてい 

ます。 
  

イ 対策 

関係機関と連携し，「守る」「追い払う」「捕獲する」の３つの取組を推進します。 
鳥獣被害防止柵の設置等による被害防除対策の実施を支援します。 
狩猟者の確保を推進するための支援策を実施します。 
捕獲報償金の制度を拡充し，鳥獣を捕獲する取組を推進します。 
捕獲鳥獣の食肉利用などジビエの利活用を検討します。 

 

ウ 取組 

① 鳥獣被害防止柵の設置支援 
農作物被害の防止には，ほ場への鳥獣の侵入を防ぐことが最も効果的であることから，農 

業者による鳥獣被害防止柵の設置に要する経費に対し，支援を行います。 
② 高知市鳥獣被害対策協議会への支援 

高知市鳥獣被害対策協議会が行う，捕獲檻等の購入・貸出による有害鳥獣捕獲対策を支援 
するとともに，地域ぐるみでの鳥獣被害防止柵設置の推進を支援します。 
③ 狩猟者の確保 

狩猟免許の取得に必要な経費を支援し，有害鳥獣の捕獲の担い手となる狩猟者の確保を推 
進します。 
④ 捕獲報償金制度の拡充 

捕獲報償金の対象鳥獣を拡大する等，制度の拡充に努めます。 
 

エ 主な関連事業 

◎ 鳥獣被害防止総合対策交付金 
● シカ個体数調整事業 
● 新規狩猟者確保事業 
○ 有害鳥獣捕獲報償金 
○ 鳥獣被害防止柵設置支援事業 
○ 鳥獣被害緊急対策事業 

  生鳥獣に強い県づくり事業 ◎＝国施策事業，●＝県施策事業，○＝市単独事業 
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第 13次高知市農業基本計画の総括 
 
（１）経過  

本市では，令和２年３月に第 13 次高知市農業基本計画（計画期間：令和２年度から令和４

年度）を策定し，「自然・人・まちの共生社会を支える持続可能な農業」を目標に，「地域資源

を最大限に活用した高知市ならではの農業・農振の振興」を基本方針と定め，「農業基盤の維

持・整備・活用」「多様な担い手の確保・育成」「競争力のある産地づくり」「地域特性を活かし

た農業の展開」「環境と共生した農業の推進」の５つの施策に基づき，具体的な取組を実施しま

した。 
 

（２）「農業基盤の維持・整備・活用」の実現に向けた施策 

「農業基盤の維持・整備」，「農地の保全・流動化」を実施施策とし，平坦・中山間地域の基

盤整備，農道，用排水路等の機能維持，優良農地の確保，農地の保全等に取り組み，農道，水

路などの土木工事を中心とした各種事業を実施しました。 
総事業費は，29億 6,334 万円でした。 

 
（３）「多様な担い手の確保・育成」の実現に向けた施策 

「新規就農者の確保・支援」，「認定農業者等の育成・支援」，「集落営農組織等の育成・支援」

を実施施策とし，新規就農者への支援，産地提案型の就農支援，認定農業者の育成・確保，人・

農地プランの活用，高齢農業者・小規模経営体への支援，集落営農組織等への支援等に取り組

み，就農希望者への研修先の斡旋や就農直後の所得確保のための資金の交付，研修会や交流会

を通じた担い手の経営能力の向上等の事業を実施しました。 
総事業費は，１億 5,949 万円でした。 

 
（４）「競争力のある産地づくり」の実現に向けた施策 

「農業生産施設・機械等の整備」，「水田フル活用の推進」，「畜産業の振興」，「地産地消・外

商の推進」，「労働力の確保・定着」を実施施策とし，産地体制の強化，農産物の安定生産・高

収量化，水田フル活用と米の需給調整，畜産経営の安定化，学校給食用食材の生産支援，有望

品目の検討等に取り組み，農業用施設の高度化や規模拡大，水田フル活用ビジョンに基づく地

域振興作物の産地化・育成，畜産農家の農作業の省力化につながる支援，農商工連携を含めた

地産地消活動等の事業を実施しました。 
総事業費は，６億 7,529 万円でした。 

 
（５）「地域特性を活かした農業の展開」の実現に向けた施策 

「農村の活性化」，「都市農業の振興」を実施施策とし，中山間地域等条件不利地への支援，

農村の活性化，生産緑地制度の周知等に取り組み，集落協定に基づく農業生産活動等を行う農

業者等への支援，中山間地域における有望品目の産地化等に対する事業を実施しました。 
総事業費は，６億 4,169 万円でした。 
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（６）「環境と共生した農業の推進」の実現に向けた施策 

「環境に配慮した農業の推進」，「豊かなグリーンライフの展開」，「鳥獣被害防止対策の推進」

を実施施策とし，環境にやさしい農業技術の推進，農業体験学習の推進，市民農園の管理・開

設，地域ぐるみによる鳥獣被害防止対策等に取り組み，環境負荷低減につながる取組を行う農

業者等への支援，酪農体験を行う団体等への支援，侵入防止柵の設置，狩猟者の確保・育成等

の事業を実施しました。 
総事業費は，12 億 8,456 万円でした。 

 
（７）まとめ 

第 13 次計画の期間に，農業振興のため総計で 57 億 2,438 万円の事業を実施しました。この 
３年間は従前からの取組に加え，新型コロナウイルス感染症が拡大したことに伴い，新型コロ 
ナウイルス感染症対策に向けた支援を重点的に行う期間となりました。 
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令和２
（決算）

令和３
（決算）

令和４
(当初予算)

（１）農業基盤の維持・整備 2,959,152 847,184 1,030,772 1,081,196

（２）農地の保全・流動化 4,189 234 214 3,741

小計 2,963,341 847,418 1,030,986 1,084,937

（１）新規就農者の確保・支援 142,430 39,751 29,955 72,724

（２）認定農業者等の育成・支援 7,442 3,198 1,933 2,311

（３）集落営農組織等の育成・支援 9,622 4,122 1,000 4,500

小計 159,494 47,071 32,888 79,535

（１）農業生産施設・機械等の整備 500,719 163,283 217,719 119,717

（２）水田フル活用の推進 34,100 11,524 10,829 11,747

（３）畜産業の振興 71,765 24,772 16,772 30,221

（４）地産地消・外商の推進 68,707 14,711 4,928 49,068

（５）労働力の確保・定着 0 0 0 0

小計 675,291 214,290 250,248 210,753

（１）農村の活性化 641,698 255,212 256,360 130,126

（２）都市農業の振興 0 0 0 0

小計 641,698 255,212 256,360 130,126

（１）環境に配慮した農業の推進 1,235,556 596,416 20,656 618,484

（２）豊かなグリーンライフの展開 5,003 1,509 1,592 1,902

（３）鳥獣被害防止対策の推進 44,001 14,320 22,399 7,282

小計 1,284,560 612,245 44,647 627,668

5,724,384 1,976,236 1,615,129 2,133,019総 計

施策 実施方針

令和２～３（決
算），令和４年
度(当初予算)
事業費合計

１
農業の基盤
の維持・整
備・整備

第13次高知市農業基本計画の期間(令和２～４年度)に実施した施策の総括  （単位：千円）

５
環境と共生
した農業の
推進

２
多様な担い
手の確保・
育成

３
競争力のあ
る産地づく
り

４
地域特性を
活かした農
業の展開
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高知市における農業の担い手の目標となる主な営農モデル

地域 品目等 経営規模

ユズ 120a

ユリ 14a

花き 16a

ニラ 16a

軟弱野菜 18a

小ネギ 10a

ショウガ 12a

ユズ 60a

四方竹・筍 50a

シキミ・サカキ 55a

ウメ 80a

イタドリ 45a

ナシ 80a

ナシ 60a

露地野菜
（ハクサイ，キャベツ等）

30a

ナシ 60a

文旦 20a

成牛 30頭

水稲 1,000a

水稲 1,000a

すもも 30a

水稲 1,000a

軟弱野菜 10a

水稲 1,000a

オクラ 15a

イチゴ 30a

ニラ 50a

新ショウガ 30a

促成ピーマン 30a

メロン 20a

新ショウガ 20a

スイカ 20a

新ショウガ 20a

ユリ 50a

グロリオサ 50a

ユリ 20a

新ショウガ 20a

グロリオサ 20a

新ショウガ 20a

沿岸部砂畑地域

施設野菜

施設花き

施設花き+施設野菜

施設花き+施設野菜

露地野菜
（キャベツ，白菜，

カイラン菜等）

30a

水稲+果樹
（土地利用型）

水稲+施設野菜
（土地利用型）

水稲+露地野菜
（土地利用型）

施設野菜

里山地域

果樹

果樹+露地野菜

果樹

酪農

平坦部水田地域

水稲+露地野菜
（土地利用型）

営農類型

中山間地域

果樹

複合経営※

施設

露地
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高知市における農業の担い手の目標となる主な営農モデル

地域 品目等 経営規模

メロン 35a(３作)

メロン 20a

新ショウガ 20a

新ショウガ 30a

スイカ 20a

新ショウガ 20a

促成キュウリ 25a

促成キュウリ 20a

甘長トウガラシ 5a

抑制キュウリ 25a

後作米ナス 25a

抑制キュウリ 20a

後作新ショウガ 20a

促成トマト 30a

促成米ナス 25a

促成ナス 25a

促成キュウリ 30a

オクラ 5a

促成キュウリ 20a

ピーマン 5a

新ショウガ 20a

ピーマン 5a

ユリ 50a

ユリ 20a

新ショウガ 20a

ナシ 80a

資料：高知市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(令和４年３月制定)

営農類型

トマト 150a

※中山間地域においては，品目等の組合せによる複合経営を推奨

  仁淀川水系の
  平坦地域

施設花き

果樹

施設野菜+露地野菜

組織経営体
大規模施設経営

（主たる従事者：３人）

施設野菜

施設野菜+露地野菜

施設花き+施設野菜

施設野菜+露地野菜
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高知市において新たに農業経営を営もうとする青年等の目標となる営農モデル

地域 品目等 経営規模

ユズ 70a

ユリ 14a

花き 16a

ニラ 16a

軟弱野菜 18a

小ネギ 10a

ショウガ 12a

ユズ 60a

四方竹・筍 50a

シキミ・サカキ 55a

ウメ 80a

イタドリ 45a

イチゴ 25a

ニラ 40a

新ショウガ 25a

ユリ 35a

グロリオサ 30a

新ショウガ 25a

トマト 20a

促成キュウリ 20a

ナス 20a

米ナス 20a

メロン 25a（３作）

ユリ 35a

資料：高知市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(令和４年３月制定)

中山間地域

果樹

※中山間地域においては，品目等の組合せによる複合経営を推奨

  仁淀川水系の
  平坦地域

沿岸部砂畑地域

平坦部水田地域

施設野菜

施設花き

施設花き

施設野菜

営農類型

施設

露地

施設野菜

複合経営※
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高知市農林漁業振興に関する 基本条例（ 昭和38年６ 月25日条例第36号）  
改正 平成11年４ 月１ 日条例第33号 

（ 目的）  

第１ 条 こ の条例は， 後進性の強い本市の農林漁業及び同

従事者が， 国民経済の成長発展及び社会生活の進歩向上

に即応し ， 他産業と の生産性の格差が是正さ れるよう に

農林漁業の生産性向上を図り ， 同従事者の所得を増大し

て他産業従事者と 均衡する生活を営むこ と ができるこ と

を目標と し て， 本市農林漁業振興に関する基本を定める

こ と を目的と する。  

（ 施策）  

第２ 条 市長は， 前条の目的を達成するため， 次の各号に

掲げる事項につき 必要な施策を総合的に講ずるも のと

する。  

⑴ 農林漁業経営の近代化に即し ， 自立農林漁家の育成

並びに協業経営を助長すると と も に， 農林業及び農漁

業の複合経営を合理化し ， 農林漁業の生産の選択的拡

大を図るこ と 。  

⑵ 生産基盤の整備及び開発， 技術の高度化， 資本装備

の拡充によつて， 農林漁業の生産性の向上を図ると と

も に総合的な所得の増大を図るこ と 。  

⑶ 農林水産物の流通の合理化及び加工の増進を図るこ

と 。  

⑷ 災害によつて農林漁業の再生産が阻害さ れるこ と を

防止すると と も に， 災害損失の合理的な補てんを図る

こ と 。  

⑸ 近代的な農林漁業経営を担当するにふさ わし い者の

養成並びに就業構造の合理化を図るこ と 。  

⑹ 農林漁業従事者の生活文化等環境の整備及び婦人労

働の合理化等により 農林漁家の福祉向上を図るこ と 。  

２  前項の施策は， 地区の自然的， 経済的， 社会的諸条件

を考慮し て特に適正を期するも のと する。  

（ 助成措置）  

第３ 条 市長は， 前条の施策を実施するため， 必要がある

と き は， 補助， 融資又は利子補給その他必要な助成措置

を講ずるも のと する。  

（ 農林漁業基本計画）  

第４ 条 市長は， 農林漁業経営を近代化し て， その健全な

発展を図るために， 主要農林水産物につき， 需要及び生

産の長期見通し に基く ， 農林業及び漁業振興基本計画を

策定するも のと する。  

２  市長は， 需給事情その他経済事情の変動により 必要が

あると き は， 前項の基本計画を改定するも のと する。  

３  市長は， 第１ 項の基本計画を樹て， 又はこ れを改定す

ると き は， 農林業又は漁業振興審議会（ 以下「 関係審議

会」 と いう 。 ） の意見をき かなければなら ない。  

 

 

 

 

（ 農林漁業の構造改善）  

第５ 条 市長は， 本市の農林漁業者が， 社会的， 経済的条

件の変化に即応でき るよう 特に農林業及び漁業構造の体

質改善を図るため， 国， 県の施策をも 含めて事業が総合

的に行われるよう 農林業及び漁業構造改善事業に関する

施策を講ずるも のと する。  

２  市長は， 農林業及び漁業構造改善事業の決定に際し て

は， 関係審議会の意見を聞かなければなら ない。  

（ 農林漁業団体の整備）  

第６ 条 市長は， 農林漁業の振興発展及び同従事者の地位

の向上を図るこ と ができ るよう に農林漁業関係団体の整

備について必要な施策を講ずるも のと する。  

（ 教育事業と 行政組織）  

第７ 条 市長は， こ の条例の定める施策を助長するため，

農林漁業従事者の教育研究， 普及事業の充実を図ると と

も に， 行政組織の整備及び行政運営の改善に努めるも の

と する。  

（ 表彰）  

第８ 条 市長は， 次の各号の一に該当する事項について本

市農林漁業振興上特に功績のあつた者に対し 表彰を行う

こ と ができ る。  

⑴ 経営， 設備及び技術の改善普及 

⑵ 農林漁業に関する発明， 考案 

⑶ その他， 市長が特に必要と 認めた事項 

２  本市住民は， 前項の規定による表彰の該当者があると

認めたと き は， こ れを市長に推せんするこ と ができ る。  

（ 審議会の設置）  

第９ 条 市長は， こ の条例の目的達成と 円滑な運営を期す

るため， 諮問機関と し て農林業振興審議会及び漁業振興

審議会を設置する。  

２  審議会は， 市長の諮問に応じ ， こ の条例の施行に関す

る重要事項を調査審議する。  

３  審議会は， 前項に規定する事項に関し ， 市長に意見を

述べるこ と ができ る。  

４  審議会は， それぞれ委員15名以内で組織し ， 委員は市

長が委嘱する。  

５  委員は， 非常勤と する。  

（ 委任）  

第10条 こ の条例の施行について必要な事項は， 別に市長

が定める。  

附 則 

こ の条例は， 公布の日から 施行する。  

附 則（ 平成11年４ 月１ 日条例第33号）  

こ の条例は， 公布の日から 施行する。  
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高知市農林業振興審議会要綱（ 昭和 38 年４ 月１ 日制定）  

 

 

 

 （ 趣旨）  

第１ 条 この要綱は， 高知市農林業振興に関する基本条例（ 昭和

38 年条例第36 号）第９ 条第１ 項の規定により設置した高知市農

林業振興審議会（ 以下「 審議会」 という 。） の組織及び運営に関

し必要な事項を定めるものとする。  

 （ 任務）  

第２ 条 審議会は，市長の諮問に応じて次の各号に掲げる事項につ

いて審議する。  

(1) 農林業基本計画の策定及び改定に関すること。  

(2) その他基本対策について必要な事項 

 （ 組織）  

第３ 条 専門的事項を審査するために必要があるときは，審議会に

専門委員を置く ことができる。  

２  委員及び専門委員は，次の各号に掲げる者のう ちから市長が委

嘱する。  

(1) 農林業団体の役職員 

(2) 農林業関係の行政機関の役職員 

(3) 農林業について学識経験を有する者 

 （ 任期）  

第４ 条 委員の任期は，２ 年とし，再任を妨げない。 ただし，補欠

委員の任期は， 前任者の残任期間とする。  

２  委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は，委員

を辞したものとみなす。  

３  専門委員の任期は，当該専門の事項の審査が終了するときまで

とする。  

 （ 会長及び副会長）  

第５ 条 審議会に会長及び副会長を置き，委員の互選によってこれ

を定める。  

２  会長及び副会長の任期は， 委員の任期による。  

３  会長は， 会務を総理する。  

４  副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が

欠けたときは， その職務を代理する。  

 （ 会議）  

第６ 条 審議会の会議は， 会長が招集する。  

２  審議会の会議は，委員の過半数に達しなければこれを開会する

ことができない。  

３  会長は， 会議の議長となる。  

４  議事は， 出席委員の過半数で決定し， 可否同 

数のときは， 議長の決するところによる。  

 

 

 

 

 （ 部会）  

第７ 条 専門の事項を審査するために必要があるときは，審議会に 

部会を置く ことができる。  

２  部会は， 会長が審議会の会議に諮ってこれを設置する。  

３  部会は， 会長が指名する委員及び専門委員で組織する。  

４  部会に部会長を置き，部会に属する委員のう ちから会長が指名

する。  

５  部会長は， 部会の事務を総理する。  

６  部会長は，部会の会議を招集し，その議長となるとともに，そ

の結果を審議会に報告する。  

 （ 事務局）  

第８ 条 審議会の事務を処理するため，事務局を置き，農林水産課

をもってこれに充てる。  

 （ その他）  

第９ 条 この要綱に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な

事項は， 会長が定める。  

   附 則 

 この要綱は， 昭和38 年４ 月１ 日から施行する。  

   附 則 

 この要綱は， 昭和45 年５ 月26 日から施行する。  

   附 則 

 （ 施行期日）  

１  この要綱は， 平成11 年５ 月２ 日から施行する。  

 （ 経過措置）  

２  この要綱の施行の際現に高知市農林業振興審議会の委員（ 以下

「 委員」 という 。） である者（ この要綱による改正前の高知市農

林業振興審議会設置要綱第３ 条第２ 項第３ 号に該当し て委員の

委嘱を受けている者を除く 。） は， この要綱による改正後の高知

市農林業振興審議会設置要綱第３ 条第２ 項の規定に基づき委嘱

されたものとみなす。ただし，その任期は，この要綱の施行の際

における委員としての残任期間に相当する期間とする。  

３  平成11 年５ 月２ 日から平成12 年９ 月12 日までの間に新たに

委員として委嘱された者の任期は，他の委員の残任期間に相当す

る期間とする。  
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高知市農林業振興審議会委員名簿 

 

 氏  名 所  属 

会 長 松 島 貴 則 
 高知大学講師 

農林海洋科学部 農業経営学 研究室 

副会長 大 野  哲   
高知市農業委員会 会長 

高知市土地改良区連合会 会長 

 宮 脇 眞 道 高知市農業協同組合 代表理事組合長 

 今 村 篤 志 
高知県農業協同組合 

高知地区経済事業担当常務 

 山 﨑 広 明 高知市農業協同組合 園芸部長 

 宮 﨑 久 司  高知市農業協同組合 稲作部長 

   田 内 由 美 高知市農業協同組合 女性部長 

 矢 野 有 紀 高知県農業協同組合 高知地区園芸部長 

 矢 野 由 美 高知県農業協同組合 高知地区女性部長 

 川 村  淳 高知県有機農業研究会 事務局長 

 前 田 眞 作 高知県吾南土地改良区 理事長 

   吉 村 忠 保 高知市認定農業者連絡協議会 会長 

 大 庭 啓 太 
春野地区農業用ハウス防災対策研究会 

会長 

 川 渕 正 明 高知市酪農農業協同組合 代表理事組合長 

 横 山 英 一 郎 鏡村直販店組合 組合長 

 

任期：令和４年８月３日～令和６年８月２日 

オブザーバー 

氏  名 役 職 名 

田 中 若 菜 
高知県中央西農業振興センター 

高知農業改良普及所 所長 
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高知市農林業振興審議会への諮問 

４ 農水第 579 号 

令和４ 年８ 月３ 日 

 

高知市農林業振興審議会長  様 

 

  高知市長 岡﨑 誠也        

   

第 14 次高知市農業基本計画の検討について（ 諮問）  

 

  今日の農業情勢は， コ ロナ禍における農産物の需要低迷や， 農業従事者の高

齢化による担い手不足や荒廃農地の増加， さ ら には燃油価格や生産資材の高騰

等による生産コ スト の上昇など， 大変厳し い状況にあり ます。  

また， 国においては， 「 みどり の食料システム戦略」 が示さ れ， 持続可能な農

業の推進と と も に， 化学農薬の使用量の低減による環境保全や温室効果ガスの削

減などが盛り 込まれています。  

こ う し た中， 本市におきまし ては， 山間部から 市街化区域を含む沿岸部までの

広い範囲で多様な農業が営まれており ， 地域の特性にあっ た農産物の生産振興

や， 農地の基盤整備による産地の育成が必要であると 考えています。  

こ う し たこ と から ， 令和５ 年度から ５ 年間の本市の農業振興の基礎と なる「 第

14 次高知市農業基本計画」 につきまし て， 新たな視点で高知市農林業振興審議

会のご審議をお願いいたし ます。  
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令和５ 年３ 月３ 日 

 

高知市長 岡﨑 誠也  様 

高知市農林業振興審議会 

会長 松島 貴則        

 

第 14 次高知市農業基本計画について（ 答申）  

 

令和４ 年８ 月３ 日付けで本審議会宛に諮問いただきまし た， 第 14 次高知市農業基本

計画につきまし て， 令和４ 年８ 月より ４ 度にわたり 慎重に検討・ 審議し た結果を， 別冊

のと おり 取り まと め答申いたし ます。  

本審議会では， 高知市農業基本計画を審議するに当たり ， 単に計画の策定を目標と せ

ず， 策定し た計画が真に今後の高知市農業の指針と し て実効性のあるも のと なるよう ，

次の諸点に傾注し まし た。  

まず， 高知市農業を細かく 地域類型化し ， 地域ごと の現状分析に基づき将来展望と 必

要施策を整理し ， それら を取り まと め， 各地域の必要施策が漏れなく 位置づけら れるよ

う 施策体系を再編成し まし た。 完成し た計画（ 案） では， ５ つの基本施策を柱と し て具

体的な取組を整理し まし た。  

また， 今後高知市において策定さ れる基本計画に基づき， 関連する地域や組織が連携

し ， 一丸と なっ て行動できるよう ， 審議に関わっ た委員や市職員個々が， 所属する組織

や地域などそれぞれの立場から 忌憚なく 情報や意見を交換し ， 各地域や組織の現状， 将

来の方向性や課題， 今後の必要な施策などについて共通の認識を持ち， 目標・ 目的を共

有できるよう 努めまし た。  

他方， 今日の農業・ 農村を取り 巻く 国内外の社会経済情勢や， それに対応し た国・ 県

の農業関連施策の展開動向にも 目を配り ， それら に対応し た計画内容と なるよう 努めま

し た。 特に，「 農林水産業・ 地域の活力創造プラ ン」，「 人・ 農地プラ ン（ 地域計画） の

法定化」，「 みどり の食料システム戦略」 , 「 食料・ 農業・ 農村基本計画」，「 都市農業振

興基本法」，「 棚田地域振興法」，「 持続可能な開発目標（ SDGs）」 などの重要施策につい

ては， 計画（ 案） にできる限り 盛り 込みまし た。  

加えて， 基本施策ごと に「 成果指標」 を設定し ， 計画の的確な進行管理を企図し た内 
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容と なるよう 配慮し まし た。  

高知市の農業・ 農村を取り 巻く 内外の環境は厳し さ を増し つつあり ますが， 中山間地

域， 里山地域， 平坦部， 都市部と いっ た多様な地域を有する高知市の特性を活かし ， 各

地域， 関係組織， 関係者が連携し て， 計画（ 案） に掲げた「 自然・ 人・ まちの共生社会

を支える持続可能な農業」 の実現に向けて， 数多く の着実な取組が見ら れるこ と を期待

いたし ます。  

市長におかれまし ては， 答申の趣旨を尊重し ， 2023 年度（ 令和５ 年度） から の「（ 仮

称） 第 14 次高知市農業基本計画」 に， 答申内容を着実に反映さ れるよう 切に望みます。  
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第 14 次高知市農業基本計画策定経過 

 

○令和４ 年８ 月３ 日  

高知市農林業振興審議会を設置し ， 15 名の委員を委嘱。 １ 名をオブザーバーと し て招聘。  

高知市農林業振興審議会に第 14 次高知市農業基本計画の策定を諮問 

高知市農林業振興審議会 第１ 回会議 

・ 会長， 副会長の選任について 

・ 第 13 次高知市農業基本計画に基づく 取組について 

・ 第 14 次高知市農業基本計画について  

・ 数値から見る高知市の現状について 

 

○令和４ 年９ 月 30 日 

高知市農林業振興審議会 第２ 回会議 

・ 第１ 回会議の振り 返り について 

・ 地域ごと の農業の問題点， 課題， 今後の方向性等の検討について 

・ 基本構想等の検討について 

 

○令和４ 年 11 月 18 日 

高知市農林業振興審議会 第３ 回会議 

・ 第２ 回会議の振り 返り について 

・ 施策等の検討について 

・ 素案の検討について 

  

○令和５ 年１ 月 16 日 

 原案についてのパブリ ッ ク・ コ メ ント を実施（ １ 月 16 日～２ 月 15 日）  

 

○令和５ 年２ 月 24 日 

高知市農林業振興審議会 第４ 回会議 

・ パブリ ッ ク・ コ メ ント で出さ れた意見について 

・ 答申について 

 

○令和５ 年３ 月３ 日 

 答申式 
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用 語 解 説 

【 あ行】  

稲発酵粗飼料（ 稲ＷＣ Ｓ ）  

 ＷＣ Ｓ は， Whol e Cr op Si l age の略。  

 稲の実が完熟する前に， 実と 茎葉を一体的に

収穫し ， 乳酸発酵さ せた飼料。  

 

【 か行】   

家族経営協定 

 家族で営農を 行っ ている農業経営において， 家

族間の話し 合いを 基に経営計画， 各世帯員の役割，

就業条件等を 文書にし て取り 決めたも のを いう 。 

 

家族農業の 10 年 

国際連合が 2017 年の国連総会において， 2019

年～2028 年を国連「 家族農業の 10 年」 と し て定

め， 加盟国及び関係機関等に対し ， 食料安全保障

確保と 貧困・ 飢餓撲滅に大き な役割を 果たし てい

る家族農業に係る施策の推進・ 知見の共有等を 求

める 。  

 

環境保全型農業 

農業の持つ物質循環機能を 生かし ， 生産性と の

調和などに留意し つつ， 土づく り 等を 通じ て化学

肥料， 農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮

し た持続的な農業。  

 

グリ ーンラ イ フ  

農業・ 農村が持つ多様な機能や魅力を 発見し ，

それら を 活用し て人々の交流を促し 都市部と の交

流や， 新たな余暇活動やビジネス， ラ イ フ スタ イ

ルを 創造する活動。  

 

経営耕地 

 調査期日現在で 農林業経営体が経営し ている

耕地を いい， 自家で所有し ている 耕地（ 自作地）

と ，よそから 借り て耕作し ている耕地（ 借入耕地）

の合計。 土地台帳の地目や面積に関係なく ， 実際 

 

 

の地目別の面積。  

 

耕畜連携 

 米や野菜等を 生産する 耕種農家へ畜産農家

から 堆肥を供給し たり ， 逆に耕種農家が飼料作

物を 生産し ， 畜産農家に供給し たり する など， 

耕種農家と 畜産農家が連携し た取組。  

 

荒廃農地 

 現に耕作に供さ れておら ず， 耕作の放棄により

荒廃し ， 通常の農作業では作物の栽培が客観的に

不可能と なっ ている農地。  

 

【 さ 行】  

産学官連携 

 企業（ 産） と 大学等（ 学） と 地方公共団体等

（ 官） が連携し て， 新し い技術の研究開発や新

し い製品の開発などを行う こ と 。  

 

産地提案書 

 各産地・ 地域が就農までの流れや支援体制な

どを明記し ， 新規就農者を募集するも の。  

 

集落営農 

 集落等地縁的にまと まり のある一定の地域内 

の農家が農業生産を 共同し て 行う 営農活動を い

う 。  

 

主業農家 

 農業所得が主（ 農家所得の 50％以上が農業所得）

で， １ 年間に 60 日以上自営農業に従事し ている 

65 歳未満の世帯員がいる農家。  

 

食料自給率 

 国内の食料供給に対する 国内生産の割合を 示

す指標。  
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水源かん養 

 水田で利用さ れる 農業用水や雨水が地下に浸

透し ， 時間を かけて河川に還元さ れる と と も に，

よ り 深く 地下に浸透し た水が地域の地下水を か

ん養するこ と 。  

 

スト ッ ク マネジメ ント  

 施設の機能保全を 効率的に実施する こ と を 通

じ て， 施設の有効活用や長寿命化を図り ， ラ イ フ

サイ ク ルコ スト を 低減する取組。  

 

スマート 農業 

ロ ボッ ト 技術やＩ Ｃ Ｔ を活用し て超省力・ 高品

質生産を 実現する新たな農業。  

 

生産緑地制度 

 市街化区域の農地等における 緑地機能を 積極

的に評価し ， 都市環境づく り 等に役立つ農地等を

保全するこ と で， 良好な都市環境の形成を 図るた

めの制度。  

 

【 た行】  

地域計画（ 旧： 人・ 農地プラ ン）  

 農業者が話し 合いに基づき ， 地域農業における

中心経営体， 地域における農業の将来の在り 方な

どを 明確化し たも の。  

 

畜産ク ラ スタ ー 

 畜産農家を はじ め， 地域の関係事業者が連携・

結集し ， 地域ぐ るみで高収益型の畜産を実現する

ための体制。  

 

地産地消 

 地域で生産さ れた生産物や資源を その地域で

消費する取組。  

 

【 な行】  

認定農業者（ 認定新規就農者）（ 制度）  

 農業経営基盤強化促進法に基づき ， 市町村が地

域の実情に即し て効率的・ 安定的な農業経営の目

標等を 内容と する基本構想を 策定し ， こ の目標を

目指し て農業者が作成し た農業経営改善計画（ 青

年等就農計画） を 認定する制度。 認定農業者に対

し ては， スーパーＬ 資金等の低利融資制度， 農地

流動化対策， 担い手を 支援するための基盤整備事

業等の各種施策を 実施。 認定新規就農者に対し て

は， 経営開始資金， 青年等就農資金等の各種施策

を 実施。  

 

農家 

 経営耕地面積が 10ａ 以上の農業を 行う 世帯又

は農産物販売金額が 15 万円以上ある世帯。  

 

農業経営体 

 農産物の生産を 行う か， 又は委託を受けて農作

業を 行い，（ １ ） 経営耕地面積が 30a 以上，（ ２ ）

農産物の作付面積又は栽培面積， 家畜の飼養頭羽

数又は出荷羽数等， 一定の外形基準以上の規模

（ 露地野菜 15a，施設野菜 350 ㎡，搾乳牛１ 頭等），

（ ３ ） 農作業の受託を 実施， のいずれかに該当す

るも の。  

 

農業就業人口 

 自営農業に従事し た世帯員（ 農業従事者） の中

で， 調査期日前１ 年間に自営農業のみに従事し た

物又は農業と それ以外の仕事の両方に従事し た

者のう ち， 自営農業が主の者。  

 

農業従事者 

 15 歳以上の世帯員のう ち ，調査期日前１ 年間に

自営農業に従事し た者。  

 

農福連携 

障害者等が農業分野で活躍するこ と を 通じ ， 自

身や生き がいを 持っ て 社会参画を 実現し ていく

取組。  

   

農林業センサス 
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 農林業の生産構造や就業構造， 農山村地域にお

ける 土地資源など農林業・ 農山村の基本構造の実

態と その変化を 明ら かにし ， 農林業施策の企画・

立案・ 推進のための基礎資料と なる統計を 作成し ，

提供するこ と を 目的に， ５ 年ごと に行う 調査。  

 

【 は行】  

販売農家 

 経営耕地面積 30ａ 以上又は農産物販売金額が

年間 50 万円以上の農家。  

 

複合経営（ 経営体）  

 農産物販売金額のう ち， 主位部門の販売金額が

６ 割未満の経営（ 体） を いう 。  

 

【 ま行】  

みどり の食糧システム戦略 

 食料・ 農林水産業の生産力向上と 持続性の両立

を イ ノ ベーショ ンで実現するための戦略。  

 

【 や行】  

有機Ｊ Ａ Ｓ 認証経営体 

Ｊ Ａ Ｓ 法に基づき ，「 有機Ｊ Ａ Ｓ 」 に適合し た

生産が行われているこ と を 第三者機関が検査し ，

認証さ れた経営体。  

 

有機農業 

 化学的に合成さ れた肥料及び農薬を 使用し な

いこ と 並びに遺伝子組換え 技術を 利用し ないこ

と を 基本と し て， 農業生産に由来する環境への負

荷を でき る 限り 低減し た農業生産の方法を 用い

て行われる農業を いう 。  

  

【 ら 行】  

６ 次産業化 

 １ 次産業と し ての農林漁業と ， ２ 次産業と し て

の製造業， ３ 次産業と し ての小売業等の事業と の

総合的かつ一体的な推進を 図り ， 地域資源を 活用

し た新たな付加価値を 生み出す取組。  

 

【 アルフ ァ ベッ ト 】  

Ｇ Ａ Ｐ （ 農業生産工程管理）  

 Ｇ Ａ Ｐ は， Good Agr i cul t ur al  Pr act i ce の

略。 農業生産活動を行う 上で， 必要な関係法令

等の内容に即し て定めら れる点検項目に沿っ

て， 農業生産活動の各工程の正確な実施， 記

録， 点検及び評価を行う こ と による持続的な改

善活動。  

 

Ｈ Ａ Ｃ Ｃ Ｐ （ 危害分析・ 重要管理点）  

Ｈ Ａ Ｃ Ｃ Ｐ は， Hazar d Anal ysi s and Cr i t i cal  

Cont r ol  Poi nt の略。 原料受入れから 最終製品ま

での各工程で， 微生物による汚染， 金属の混入等

の危害を 予測し た上で， 危害の防止につながる特

に重要な工程を 継続的に監視・ 記録する工程管理

の手法。  

 

Ｉ оＰ ク ラ ウド  

Ｉ оＰ は， I nt er net  of  Pl ant s の略。 農業ハ

ウス内の機器のデータ や， 高知県全体にわたる 農

産物の個々の出荷に関するデータ などをリ アルタ

イ ムで一元的に集約するク ラ ウド 型のデータ ベー

スシステム。  

 

Ｉ Ｐ Ｍ（ 総合的病害虫管理）  

Ｉ Ｐ Ｍは， I nt egr at ed Pest  Management の

略。 様々な防除技術を 利用し ， 経済面・ 環境面を

考慮し た病害虫防除法。  
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